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独立行政法人通則法（抄）

平成１１年７月１６日法律第１０３号

最近改正：令和４年４月１３日

法律第１９号

（目的等）

第１条　この法律は、独立行政法人の運

営の基本その他の制度の基本となる共

通の事項を定め、各独立行政法人の名

称、目的、業務の範囲等に関する事項

を定める法律（以下「個別法」とい

う。）と相まって、独立行政法人制度

の確立並びに独立行政法人が公共上の

見地から行う事務及び事業の確実な実

施を図り、もって国民生活の安定及び

社会経済の健全な発展に資することを

目的とする。

２　各独立行政法人の組織、運営及び管

理については、個別法に定めるものの

ほか、この法律の定めるところによる。

（定義）

第２条　この法律において「独立行政法

人」とは、国民生活及び社会経済の安

定等の公共上の見地から確実に実施さ

れることが必要な事務及び事業であっ

て、国が自ら主体となって直接に実施

する必要のないもののうち、民間の主

体に委ねた場合には必ずしも実施され

ないおそれがあるもの又は一の主体に

独占して行わせることが必要であるも

の（以下この条において「公共上の事

務等」という。）を効果的かつ効率的

に行わせるため、中期目標管理法人、

国立研究開発法人又は行政執行法人と

して、この法律及び個別法の定めると

ころにより設立される法人をいう。

２　この法律において「中期目標管理法

人」とは、公共上の事務等のうち、そ

の特性に照らし、一定の自主性及び自

律性を発揮しつつ、中期的な視点に

立って執行することが求められるもの

（国立研究開発法人が行うものを除

く。）を国が中期的な期間について定

める業務運営に関する目標を達成する

ための計画に基づき行うことにより、

国民の需要に的確に対応した多様で良

質なサービスの提供を通じた公共の利

益の増進を推進することを目的とする

独立行政法人として、個別法で定める

ものをいう。

３　この法律において「国立研究開発法

人」とは、公共上の事務等のうち、そ

の特性に照らし、一定の自主性及び自

律性を発揮しつつ、中長期的な視点に

立って執行することが求められる科学

技術に関する試験、研究又は開発（以

下「研究開発」という。）に係るもの

を主要な業務として国が中長期的な期

間について定める業務運営に関する目

標を達成するための計画に基づき行う

ことにより、我が国における科学技術

の水準の向上を通じた国民経済の健全

な発展その他の公益に資するため研究

開発の最大限の成果を確保することを

目的とする独立行政法人として、個別

法で定めるものをいう。

４　この法律において「行政執行法人」

とは、公共上の事務等のうち、その特

性に照らし、国の行政事務と密接に関

連して行われる国の指示その他の国の

相当な関与の下に確実に執行すること

が求められるものを国が事業年度ごと

に定める業務運営に関する目標を達成

するための計画に基づき行うことによ

り、その公共上の事務等を正確かつ確

実に執行することを目的とする独立行

政法人として、個別法で定めるものを

いう。

（業務の公共性、透明性及び自主性

等）

第３条　独立行政法人は、その行う事務

及び事業が国民生活及び社会経済の安
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定等の公共上の見地から確実に実施さ

れることが必要なものであることに鑑

み、適正かつ効率的にその業務を運営

するよう努めなければならない。

２　独立行政法人は、この法律の定める

ところによりその業務の内容を公表す

ること等を通じて、その組織及び運営

の状況を国民に明らかにするよう努め

なければならない。

３　この法律及び個別法の運用に当たっ

ては、独立行政法人の事務及び事業が

内外の社会経済情勢を踏まえつつ適切

に行われるよう、独立行政法人の事務

及び事業の特性並びに独立行政法人の

業務運営における自主性は、十分配慮

されなければならない。

（業務方法書）

第２８条　独立行政法人は、業務開始の

際、業務方法書を作成し、主務大臣の

認可を受けなければならない。これを

変更しようとするときも、同様とする。

２　前項の業務方法書には、役員（監事

を除く。）の職務の執行がこの法律、

個別法又は他の法令に適合することを

確保するための体制その他独立行政法

人の業務の適正を確保するための体制

の整備に関する事項その他主務省令で

定める事項を記載しなければならない。

３　独立行政法人は、第１項の認可を受

けたときは、遅滞なく、その業務方法

書を公表しなければならない。

（利益及び損失の処理）

第４４条　独立行政法人は、毎事業年度、

損益計算において利益を生じたときは、

前事業年度から繰り越した損失を埋め、

なお残余があるときは、その残余の額

は、積立金として整理しなければなら

ない。ただし、第３項の規定により同

項の使途に充てる場合は、この限りで

ない。

２　独立行政法人は、毎事業年度、損益

計算において損失を生じたときは、前

項の規定による積立金を減額して整理

し、なお不足があるときは、その不足

額は、繰越欠損金として整理しなけれ

ばならない。

３　中期目標管理法人及び国立研究開発

法人は、第１項に規定する残余がある

ときは、主務大臣の承認を受けて、そ

の残余の額の全部又は一部を中期計画

（第３０条第１項の認可を受けた同項

の中期計画（同項後段の規定による変

更の認可を受けたときは、その変更後

のもの）をいう。以下同じ。）の同条

第２項第７号又は中長期計画（第３５

条の５第１項の認可を受けた同項の中

長期計画（同項後段の規定による変更

の認可を受けたときは、その変更後の

もの）をいう。以下同じ。）の第３５

条の５第２項第７号の剰余金の使途に

充てることができる。

４　第１項の規定による積立金の処分に

ついては、個別法で定める。

（主務大臣等）

第６８条　この法律における主務大臣及

び主務省令は、個別法で定める。

こども家庭庁設置法（抄）

令和４年６月２２日法律第７５号

最近改正：令和４年６月２２日

法律第７７号

第１章　総則

（目的）

第１条　この法律は、こども家庭庁の設

置並びに任務及びこれを達成するため

必要となる明確な範囲の所掌事務を定

めるとともに、その所掌する行政事務

を能率的に遂行するため必要な組織を

定めることを目的とする。

第２章　こども家庭庁の設置並び

に任務及び所掌事務等

第１節　こども家庭庁の設置
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（設置）

第２条　内閣府設置法（平成１１年法律

第８９号）第４９条第３項の規定に基

づいて、内閣府の外局として、こども

家庭庁を設置する。

２　こども家庭庁の長は、こども家庭庁

長官（以下「長官」という。）とする。

第２節　こども家庭庁の任務及

び所掌事務等

（任務）

第３条　こども家庭庁は、心身の発達の

過程にある者（以下「こども」とい

う。）が自立した個人としてひとしく

健やかに成長することのできる社会の

実現に向け、子育てにおける家庭の役

割の重要性を踏まえつつ、こどもの年

齢及び発達の程度に応じ、その意見を

尊重し、その最善の利益を優先して考

慮することを基本とし、こども及びこ

どものある家庭の福祉の増進及び保健

の向上その他のこどもの健やかな成長

及びこどものある家庭における子育て

に対する支援並びにこどもの権利利益

の擁護に関する事務を行うことを任務

とする。

２　前項に定めるもののほか、こども家

庭庁は、同項の任務に関連する特定の

内閣の重要政策に関する内閣の事務を

助けることを任務とする。

３　こども家庭庁は、前項の任務を遂行

するに当たり、内閣官房を助けるもの

とする。

（所掌事務）

第４条　こども家庭庁は、前条第一項の

任務を達成するため、次に掲げる事務

をつかさどる。

一　小学校就学前のこどもの健やかな

成長のための環境の確保及び小学校

就学前のこどものある家庭における

子育て支援に関する基本的な政策の

企画及び立案並びに推進に関するこ

と。

二　子ども・子育て支援法（平成２４

年法律第６５号）の規定による子ど

も・子育て支援給付その他の子ども

及び子どもを養育している者に必要

な支援に関すること（同法第６９条

第１項の規定による拠出金の徴収に

関することを除く。）。

三　就学前の子どもに関する教育、保

育等の総合的な提供の推進に関する

法律（平成１８年法律第７７号）に

規定する認定こども園に関する制度

に関すること。

四　こどもの保育及び養護に関するこ

と。

五　こどものある家庭における子育て

の支援体制の整備並びに地域におけ

るこどもの適切な遊び及び生活の場

の確保に関すること。

六　こどもの福祉のための文化の向上

に関すること。

七　母子家庭及び父子家庭並びに寡婦

の福祉の増進に関すること。

八　第４号から前号までに掲げるもの

のほか、こども、こどものある家庭

及び妊産婦その他母性の福祉の増進

に関すること。

九　こどもの安全で安心な生活環境の

整備に関する基本的な政策の企画及

び立案並びに推進に関すること。

十　独立行政法人日本スポーツ振興セ

ンターが行う独立行政法人日本ス

ポーツ振興センター法（平成１４年

法律第１６２号）第１５条第１項第

７号に規定する災害共済給付に関す

ること。

十一　青少年が安全に安心してイン

ターネットを利用できる環境の整備

等に関する法律（平成２０年法律第

７９号）第８条第１項に規定する基

本計画の作成及び推進に関すること。

十二　こどもの保健の向上に関するこ

と（児童福祉法（昭和２２年法律第
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１６４号）の規定による小児慢性特

定疾病医療費の支給等に関すること

を除く。）。

十三　妊産婦その他母性の保健の向上

に関すること。

十四　成育過程にある者及びその保護

者並びに妊産婦に対し必要な成育医

療等を切れ目なく提供するための施

策の総合的な推進に関する法律（平

成３０年法律第１０４号）第１１条

第１項に規定する成育医療等基本方

針の策定及び推進に関すること。

十五　旧優生保護法に基づく優生手術

等を受けた者に対する一時金の支給

等に関する法律（平成３１年法律第

１４号）の規定による一時金の支給

等に関すること。

十六　こどもの虐待の防止に関するこ

と。

十七　いじめ防止対策推進法（平成

２５年法律第７１号）の規定による

いじめの防止等に関する相談の体制

その他の地域における体制の整備に

関すること。

十八　前２号に掲げるもののほか、こ

どもの権利利益の擁護に関すること

（他省の所掌に属するものを除く。）。

十八の二　こども基本法（令和４年法

律第７７号）第９条第１項に規定す

るこども大綱の策定及び推進に関す

ること。

十九　少子化社会対策基本法（平成

１５年法律第１３３号）第７条第１

項に規定する大綱の策定及び推進に

関すること。

二十　子ども・若者育成支援推進法

（平成２１年法律第７１号）第８条

第１項に規定する子ども・若者育成

支援推進大綱の策定及び推進に関す

ること。

二十一　前号に掲げるもののほか、子

ども・若者育成支援（子ども・若者

育成支援推進法第１条に規定する子

ども・若者育成支援をいう。次項第

３号において同じ。）に関する関係

行政機関の事務の連絡調整及びこれ

に伴い必要となる当該事務の実施の

推進に関すること。

二十二　子どもの貧困対策の推進に関

する法律（平成２５年法律第６４

号）第８条第１項に規定する大綱の

策定及び推進に関すること。

二十三　大学等における修学の支援に

関する法律（令和元年法律第８号）

の規定による大学等における修学の

支援に関する関係行政機関の経費の

配分計画に関すること。

二十四　こども、こどものある家庭及

び妊産婦その他母性に関する総合的

な調査に関すること。

二十五　所掌事務に係る国際協力に関

すること。

二十六　政令で定める文教研修施設に

おいて所掌事務に関する研修を行う

こと。

二十七　前各号に掲げるもののほか、

法律（法律に基づく命令を含む。）

に基づきこども家庭庁に属させられ

た事務

２　前項に定めるもののほか、こども家

庭庁は、前条第２項の任務を達成する

ため、行政各部の施策の統一を図るた

めに必要となる次に掲げる事項の企画

及び立案並びに総合調整に関する事務

（内閣官房が行う内閣法（昭和２２年

法律第５号）第１２条第２項第２号に

掲げる事務を除く。）をつかさどる。

一　こどもが自立した個人としてひと

しく健やかに成長することのできる

社会の実現に向けた基本的な政策に

関する事項

二　結婚、出産又は育児に希望を持つ

ことができる社会環境の整備等少子

化の克服に向けた基本的な政策に関
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する事項

三　子ども・若者育成支援に関する事

項

３　前２項に定めるもののほか、こども

家庭庁は、前条第２項の任務を達成す

るため、内閣府設置法第４条第２項に

規定する事務のうち、前条第１項の任

務に関連する特定の内閣の重要政策に

ついて、当該重要政策に関して閣議に

おいて決定された基本的な方針に基づ

いて、行政各部の施策の統一を図るた

めに必要となる企画及び立案並びに総

合調整に関する事務をつかさどる。

（資料の提出要求等）

第５条　長官は、こども家庭庁の所掌事

務を遂行するため必要があると認める

ときは、関係行政機関の長に対し、資

料の提出、説明その他必要な協力を求

めることができる。

附　則　抄

（施行期日）

１　この法律は、令和５年４月１日から

施行する。

学校教育法（抄）

昭和２２年３月３１日法律第２６号

最近改正：令和４年６月２２日

法律第７７号

第１条　この法律で、学校とは、幼稚園、

小学校、中学校、義務教育学校、高等

学校、中等教育学校、特別支援学校、

大学及び高等専門学校とする。

第２条　学校は、国（国立大学法人法

（平成１５年法律第１１２号）第２条

第１項に規定する国立大学法人及び独

立行政法人国立高等専門学校機構を含

む。以下同じ。）、地方公共団体（地方

独立行政法人法（平成１５年法律第

１１８号）第６８条第１項に規定する

公立大学法人（以下「公立大学法人」

という。）を含む。次項及び第１２７

条において同じ。）及び私立学校法

（昭和２４年法律第２７０号）第３条

に規定する学校法人（以下「学校法

人」という。）のみが、これを設置す

ることができる。

　この法律で、国立学校とは、国の設

置する学校を、公立学校とは、地方公

共団体の設置する学校を、私立学校と

は、学校法人の設置する学校をいう。

第１１条　校長及び教員は、教育上必要

があると認めるときは、文部科学大臣

の定めるところにより、児童、生徒及

び学生に懲戒を加えることができる。

ただし、体罰を加えることはできない。

第１６条　保護者（子に対して親権を行

う者（親権を行う者のないときは、未

成年後見人）をいう。以下同じ。）は、

次条に定めるところにより、子に９年

の普通教育を受けさせる義務を負う。

第１７条　保護者は、子の満６歳に達し

た日の翌日以後における最初の学年の

初めから、満１２歳に達した日の属す

る学年の終わりまで、これを小学校、

義務教育学校の前期課程又は特別支援

学校の小学部に就学させる義務を負う。

ただし、子が、満１２歳に達した日の

属する学年の終わりまでに小学校の課

程、義務教育学校の前期課程又は特別

支援学校の小学部の課程を修了しない

ときは、満１５歳に達した日の属する

学年の終わり（それまでの間において

これらの課程を修了したときは、その

修了した日の属する学年の終わり）ま

でとする。

　保護者は、子が小学校の課程、義務

教育学校の前期課程又は特別支援学校

の小学部の課程を修了した日の翌日以

後における最初の学年の初めから、満

１５歳に達した日の属する学年の終わ

りまで、これを中学校、義務教育学校

の後期課程、中等教育学校の前期課程
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又は特別支援学校の中学部に就学させ

る義務を負う。

　前２項の義務の履行の督促その他こ

れらの義務の履行に関し必要な事項は、

政令で定める。

第２６条　幼稚園に入園することのでき

る者は、満３歳から、小学校就学の始

期に達するまでの幼児とする。

第５５条　高等学校の定時制の課程又は

通信制の課程に在学する生徒が、技能

教育のための施設で当該施設の所在地

の都道府県の教育委員会の指定するも

のにおいて教育を受けているときは、

校長は、文部科学大臣の定めるところ

により、当該施設における学習を当該

高等学校における教科の一部の履修と

みなすことができる。

　前項の施設の指定に関し必要な事項

は、政令で、これを定める。

第７０条　第３０条第２項、第３１条、

第３４条、第３７条第４項から第１７

項まで及び第１９項、第４２条から第

４４条まで、第５９条並びに第６０条

第４項及び第６項の規定は中等教育学

校に、第５３条から第５５条まで、第

５８条、第５８条の２及び第６１条の

規定は中等教育学校の後期課程に、そ

れぞれ準用する。この場合において、

第３０条第２項中「前項」とあるのは

「第６４条」と、第３１条中「前条第

１項」とあるのは「第６４条」と読み

替えるものとする。

　前項において準用する第５３条又は

第５４条の規定により後期課程に定時

制の課程又は通信制の課程を置く中等

教育学校については、第６５条の規定

にかかわらず、当該定時制の課程又は

通信制の課程に係る修業年限は、６年

以上とする。この場合において、第

６６条中「後期３年の後期課程」とあ

るのは、「後期３年以上の後期課程」

とする。

第１２４条　第１条に掲げるもの以外の

教育施設で、職業若しくは実際生活に

必要な能力を育成し、又は教養の向上

を図ることを目的として次の各号に該

当する組織的な教育を行うもの（当該

教育を行うにつき他の法律に特別の規

定があるもの及び我が国に居住する外

国人を専ら対象とするものを除く。）

は、専修学校とする。

一　修業年限が１年以上であること。

二　授業時数が文部科学大臣の定める

授業時数以上であること。

三　教育を受ける者が常時４０人以上

であること。

第１２５条　専修学校には、高等課程、

専門課程又は一般課程を置く。

　専修学校の高等課程においては、中

学校若しくはこれに準ずる学校若しく

は義務教育学校を卒業した者若しくは

中等教育学校の前期課程を修了した者

又は文部科学大臣の定めるところによ

りこれと同等以上の学力があると認め

られた者に対して、中学校における教

育の基礎の上に、心身の発達に応じて

前条の教育を行うものとする。

　専修学校の専門課程においては、高

等学校若しくはこれに準ずる学校若し

くは中等教育学校を卒業した者又は文

部科学大臣の定めるところによりこれ

に準ずる学力があると認められた者に

対して、高等学校における教育の基礎

の上に、前条の教育を行うものとする。

　専修学校の一般課程においては、高

等課程又は専門課程の教育以外の前条

の教育を行うものとする。

第１２６条　高等課程を置く専修学校は、

高等専修学校と称することができる。

　専門課程を置く専修学校は、専門学

校と称することができる。
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児童福祉法（抄）

昭和２２年１２月１２日法律第１６４号

最近改正：令和４年１２月１６日

法律第１０４号

第４条　この法律で、児童とは、満１８

歳に満たない者をいい、児童を左のよ

うに分ける。

一　乳児　満１歳に満たない者

二　幼児　満１歳から、小学校就学の

始期に達するまでの者

三　少年　小学校就学の始期から、満

１８歳に達するまでの者

　この法律で、障害児とは、身体に障

害のある児童、知的障害のある児童、

精神に障害のある児童（発達障害者支

援法（平成１６年法律第１６７号）第

２条第２項に規定する発達障害児を含

む。）又は治療方法が確立していない

疾病その他の特殊の疾病であつて障害

者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律（平成１７年法律

第１２３号）第４条第１項の政令で定

めるものによる障害の程度が同項の主

務大臣が定める程度である児童をいう。

第６条の３　この法律で、児童自立生活

援助事業とは、次に掲げる者に対しこ

れらの者が共同生活を営むべき住居に

おける相談その他の日常生活上の援助

及び生活指導並びに就業の支援（以下

「児童自立生活援助」という。）を行

い、あわせて児童自立生活援助の実施

を解除された者に対し相談その他の援

助を行う事業をいう。

一、二　略

～　略

　この法律で、家庭的保育事業とは、

次に掲げる事業をいう。

一　子ども・子育て支援法（平成２４

年法律第６５号）第１９条第２号の

内閣府令で定める事由により家庭に

おいて必要な保育を受けることが困

難である乳児又は幼児（以下「保育

を必要とする乳児・幼児」とい

う。）であつて満３歳未満のものに

ついて、家庭的保育者（市町村長

（特別区の区長を含む。以下同

じ。）が行う研修を修了した保育士

その他の内閣府令で定める者であつ

て、当該保育を必要とする乳児・幼

児の保育を行う者として市町村長が

適当と認めるものをいう。以下同

じ。）の居宅その他の場所（当該保

育を必要とする乳児・幼児の居宅を

除く。）において、家庭的保育者に

よる保育を行う事業（利用定員が５

人以下であるものに限る。次号にお

いて同じ。）

二　満３歳以上の幼児に係る保育の体

制の整備の状況その他の地域の事情

を勘案して、保育が必要と認められ

る児童であつて満３歳以上のものに

ついて、家庭的保育者の居宅その他

の場所（当該保育が必要と認められ

る児童の居宅を除く。）において、

家庭的保育者による保育を行う事業

　この法律で、小規模保育事業とは、

次に掲げる事業をいう。

一　保育を必要とする乳児・幼児であ

つて満３歳未満のものについて、当

該保育を必要とする乳児・幼児を保

育することを目的とする施設（利用

定員が６人以上１９人以下であるも

のに限る。）において、保育を行う

事業

二　満３歳以上の幼児に係る保育の体

制の整備の状況その他の地域の事情

を勘案して、保育が必要と認められ

る児童であつて満３歳以上のものに

ついて、前号に規定する施設におい

て、保育を行う事業

　略
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　この法律で、事業所内保育事業とは、

次に掲げる事業をいう。

一　保育を必要とする乳児・幼児であ

つて満３歳未満のものについて、次

に掲げる施設において、保育を行う

事業

イ　事業主がその雇用する労働者の

監護する乳児若しくは幼児及びそ

の他の乳児若しくは幼児を保育す

るために自ら設置する施設又は事

業主から委託を受けて当該事業主

が雇用する労働者の監護する乳児

若しくは幼児及びその他の乳児若

しくは幼児の保育を実施する施設

ロ　事業主団体がその構成員である

事業主の雇用する労働者の監護す

る乳児若しくは幼児及びその他の

乳児若しくは幼児を保育するため

に自ら設置する施設又は事業主団

体から委託を受けてその構成員で

ある事業主の雇用する労働者の監

護する乳児若しくは幼児及びその

他の乳児若しくは幼児の保育を実

施する施設

ハ　地方公務員等共済組合法（昭和

３７年法律第１５２号）の規定に

基づく共済組合その他の内閣府令

で定める組合（以下ハにおいて

「共済組合等」という。）が当該

共済組合等の構成員として内閣

府令で定める者（以下ハにおい

て「共済組合等の構成員」とい

う。）の監護する乳児若しくは幼

児及びその他の乳児若しくは幼児

を保育するために自ら設置する施

設又は共済組合等から委託を受け

て当該共済組合等の構成員の監護

する乳児若しくは幼児及びその他

の乳児若しくは幼児の保育を実施

する施設

二　満３歳以上の幼児に係る保育の体

制の整備の状況その他の地域の事情

を勘案して、保育が必要と認められ

る児童であつて満３歳以上のものに

ついて、前号に規定する施設におい

て、保育を行う事業

、　略

第２７条　都道府県は、前条第１項第１

号の規定による報告又は少年法第１８

条第２項の規定による送致のあつた児

童につき、次の各号のいずれかの措置

を採らなければならない。

一・二　　略

三　児童を小規模住居型児童養育事業

を行う者若しくは里親に委託し、又

は乳児院、児童養護施設、障害児入

所施設、児童心理治療施設若しくは

児童自立支援施設に入所させること。

四　　略

～　　略

第３４条の１５　市町村は、家庭的保育

事業等を行うことができる。

　国、都道府県及び市町村以外の者は、

内閣府令の定めるところにより、市町

村長の認可を得て、家庭的保育事業等

を行うことができる。

～　略

第３５条　国は、政令の定めるところに

より、児童福祉施設（助産施設、母子

生活支援施設、保育所及び幼保連携型

認定こども園を除く。）を設置するも

のとする。

　都道府県は、政令の定めるところに

より、児童福祉施設（幼保連携型認定

こども園を除く。以下この条、第４５

条、第４６条、第４９条、第５０条第

９号、第５１条第７号、第５６条の２、

第５７条及び第５８条において同

じ。）を設置しなければならない。

　市町村は、内閣府令の定めるところ

により、あらかじめ、内閣府令で定め

る事項を都道府県知事に届け出て、児

童福祉施設を設置することができる。

　国、都道府県及び市町村以外の者は、
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内閣府令の定めるところにより、都道

府県知事の認可を得て、児童福祉施設

を設置することができる。

～　　略

第３９条　保育所は、保育を必要とする

乳児・幼児を日々保護者の下から通わ

せて保育を行うことを目的とする施設

（利用定員が２０人以上であるものに

限り、幼保連携型認定こども園を除

く。）とする。

　保育所は、前項の規定にかかわらず、

特に必要があるときは、保育を必要と

するその他の児童を日々保護者の下か

ら通わせて保育することができる。

第５９条　都道府県知事は、児童の福祉

のため必要があると認めるときは、第

６条の３第９項から第１２項まで若し

くは第３６条から第４４条まで（第

３９条の２を除く。）に規定する業務

を目的とする施設であつて第３５条第

３項の届出若しくは認定こども園法第

１６条の届出をしていないもの又は第

３４条の１５第２項若しくは第３５条

第４項の認可若しくは認定こども園法

第１７条第１項の認可を受けていない

もの（前条の規定により児童福祉施設

若しくは家庭的保育事業等の認可を取

り消されたもの又は認定こども園法第

２２条第１項の規定により幼保連携型

認定こども園の認可を取り消されたも

のを含む。）については、その施設の

設置者若しくは管理者に対し、必要と

認める事項の報告を求め、又は当該職

員をして、その事務所若しくは施設に

立ち入り、その施設の設備若しくは運

営について必要な調査若しくは質問を

させることができる。この場合におい

ては、その身分を証明する証票を携帯

させなければならない。

　第１８条の１６第３項の規定は、前

項の場合について準用する。

　都道府県知事は、児童の福祉のため

必要があると認めるときは、第１項に

規定する施設の設置者に対し、その施

設の設備又は運営の改善その他の勧告

をすることができる。

　都道府県知事は、前項の勧告を受け

た施設の設置者がその勧告に従わなか

つたときは、その旨を公表することが

できる。

　都道府県知事は、第１項に規定する

施設について、児童の福祉のため必要

があると認めるときは、都道府県児童

福祉審議会の意見を聴き、その事業の

停止又は施設の閉鎖を命ずることがで

きる。

　都道府県知事は、児童の生命又は身

体の安全を確保するため緊急を要する

場合で、あらかじめ都道府県児童福祉

審議会の意見を聴くいとまがないとき

は、当該手続を経ないで前項の命令を

することができる。

　都道府県知事は、第３項の勧告又は

第５項の命令をするために必要がある

と認めるときは、他の都道府県知事に

対し、その勧告又は命令の対象となる

べき施設の設置者に関する情報その他

の参考となるべき情報の提供を求める

ことができる。

　都道府県知事は、第３項の勧告又は

第５項の命令をした場合には、その旨

を当該施設の所在地の市町村長に通知

するものとする。

　都道府県知事は、第５項の命令をし

た場合には、その旨を公表することが

できる。

　参考法令等

― 409 ―

Ⅳ
　

参
考
法
令
等



就学前の子どもに関する教育、保

育等の総合的な提供の推進に関す

る法律（抄）

平成１８年６月１５日法律第７７号

最近改正：令和４年６月２２日

法律第７７号

（定義）

第２条　この法律において「子ども」と

は、小学校就学の始期に達するまでの

者をいう。

２～５　　略

６　この法律において「認定こども園」

とは、次条第１項又は第３項の認定を

受けた施設、同条第１１項の規定によ

る公示がされた施設及び幼保連携型認

定こども園をいう。

７　この法律において「幼保連携型認定

こども園」とは、義務教育及びその後

の教育の基礎を培うものとしての満３

歳以上の子どもに対する教育並びに保

育を必要とする子どもに対する保育を

一体的に行い、これらの子どもの健や

かな成長が図られるよう適当な環境を

与えて、その心身の発達を助長すると

ともに、保護者に対する子育ての支援

を行うことを目的として、この法律の

定めるところにより設置される施設を

いう。

８～１２　　略

（設置等の認可）

第１７条　国及び地方公共団体以外の者

は、幼保連携型認定こども園を設置し

ようとするとき、又はその設置した幼

保連携型認定こども園の廃止等を行お

うとするときは、都道府県知事（指定

都市等の区域内に所在する幼保連携型

認定こども園については、当該指定都

市等の長。次項、第３項、第６項及び

第７項並びに次条第１項において同

じ。）の認可を受けなければならない。

２～７　略

子ども・子育て支援法（抄）

平成２４年８月２２日法律第６５号

最近改正：令和４年６月２２日

法律第７７号

第５９条の２　政府は、仕事と子育てと

の両立に資する子ども・子育て支援の

提供体制の充実を図るため、仕事・子

育て両立支援事業として、児童福祉法

第５９条の２第１項に規定する施設

（同項の規定による届出がされたもの

に限る。）のうち同法第６条の３第

１２項に規定する業務を目的とするも

のその他事業主と連携して当該事業主

が雇用する労働者の監護する乳児又は

幼児の保育を行う業務に係るものの設

置者に対し、助成及び援助を行う事業

を行うことができる。

２　略

いじめ防止対策推進法（抄）

平成２５年６月２８日法律第７１号

最近改正：令和３年４月２８日

法律第２７号

（定義）

第２条　この法律において「いじめ」と

は、児童等に対して、当該児童等が在

籍する学校に在籍している等当該児童

等と一定の人的関係にある他の児童等

が行う心理的又は物理的な影響を与え

る行為（インターネットを通じて行わ

れるものを含む。）であって、当該行

為の対象となった児童等が心身の苦痛

を感じているものをいう。

２～４　略
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生活保護法（抄）

昭和２５年５月４日法律第１４４号

最近改正：令和４年６月２２日

法律第７７号

（用語の定義）

第６条　この法律において「被保護者」

とは、現に保護を受けている者をいう。

２　この法律において「要保護者」とは、

現に保護を受けているといないとにか

かわらず、保護を必要とする状態にあ

る者をいう。

３　この法律において「保護金品」とは、

保護として給与し、又は貸与される金

銭及び物品をいう。

４　この法律において「金銭給付」とは、

金銭の給与又は貸与によつて、保護を

行うことをいう。

５　この法律において「現物給付」とは、

物品の給与又は貸与、医療の給付、役

務の提供その他金銭給付以外の方法で

保護を行うことをいう。

（種類）

第１１条　保護の種類は、次のとおりと

する。

一　生活扶助

二　教育扶助

三　住宅扶助

四　医療扶助

五　介護扶助

六　出産扶助

七　生業扶助

八　葬祭扶助

２　前項各号の扶助は、要保護者の必要

に応じ、単給又は併給として行われる。

（医療扶助）

第１５条　医療扶助は、困窮のため最低

限度の生活を維持することのできない

者に対して、左に掲げる事項の範囲内

において行われる。

一　診察

二　薬剤又は治療材料

三　医学的処置、手術及びその他の治

療並びに施術

四　居宅における療養上の管理及びそ

の療養に伴う世話その他の看護

五　病院又は診療所への入院及びその

療養に伴う世話その他の看護

六　移送

民法（抄）

明治２９年４月２７日法律第８９号

最近改正：令和４年１２月１６日

法律第１０２号

（成年）

第４条　年齢１８歳をもって、成年とす

る。

（不法行為による損害賠償）

第７０９条　故意又は過失によって他人

の権利又は法律上保護される利益を侵

害した者は、これによって生じた損害

を賠償する責任を負う。

（財産以外の損害の賠償）

第７１０条　他人の身体、自由若しくは

名誉を侵害した場合又は他人の財産権

を侵害した場合のいずれであるかを問

わず、前条の規定により損害賠償の責

任を負う者は、財産以外の損害に対し

ても、その賠償をしなければならない。

（近親者に対する損害の賠償）

第７１１条　他人の生命を侵害した者は、

被害者の父母、配偶者及び子に対して

は、その財産権が侵害されなかった場

合においても、損害の賠償をしなけれ

ばならない。

（責任能力）

第７１２条　未成年者は、他人に損害を

加えた場合において、自己の行為の責

任を弁識するに足りる知能を備えてい

なかったときは、その行為について賠
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償の責任を負わない。

第７１３条　精神上の障害により自己の

行為の責任を弁識する能力を欠く状態

にある間に他人に損害を加えた者は、

その賠償の責任を負わない。ただし、

故意又は過失によって一時的にその状

態を招いたときは、この限りでない。

（責任無能力者の監督義務者等の責

任）

第７１４条　前２条の規定により責任無

能力者がその責任を負わない場合にお

いて、その責任無能力者を監督する法

定の義務を負う者は、その責任無能力

者が第三者に加えた損害を賠償する責

任を負う。ただし、監督義務者がその

義務を怠らなかったとき、又はその義

務を怠らなくても損害が生ずべきで

あったときは、この限りでない。

２　監督義務者に代わって責任無能力者

を監督する者も、前項の責任を負う。

（使用者等の責任）

第７１５条　ある事業のために他人を使

用する者は、被用者がその事業の執行

について第三者に加えた損害を賠償す

る責任を負う。ただし、使用者が被用

者の選任及びその事業の監督について

相当の注意をしたとき、又は相当の注

意をしても損害が生ずべきであったと

きは、この限りでない。

２　使用者に代わって事業を監督する者

も、前項の責任を負う。

３　前２項の規定は、使用者又は監督者

から被用者に対する求償権の行使を妨

げない。

（注文者の責任）

第７１６条　注文者は、請負人がその仕

事について第三者に加えた損害を賠償

する責任を負わない。ただし、注文又

は指図についてその注文者に過失が

あったときは、この限りでない。

（土地の工作物等の占有者及び所有者

の責任）

第７１７条　土地の工作物の設置又は保

存に瑕疵があることによって他人に損

害を生じたときは、その工作物の占有

者は、被害者に対してその損害を賠償

する責任を負う。ただし、占有者が損

害の発生を防止するのに必要な注意を

したときは、所有者がその損害を賠償

しなければならない。

２　前項の規定は、竹木の栽植又は支持

に瑕疵がある場合について準用する。

３　前２項の場合において、損害の原因

について他にその責任を負う者がある

ときは、占有者又は所有者は、その者

に対して求償権を行使することができ

る。

（動物の占有者等の責任）

第７１８条　動物の占有者は、その動物

が他人に加えた損害を賠償する責任を

負う。ただし、動物の種類及び性質に

従い相当の注意をもってその管理をし

たときは、この限りでない。

２　占有者に代わって動物を管理する者

も、前項の責任を負う。

（共同不法行為者の責任）

第７１９条　数人が共同の不法行為に

よって他人に損害を加えたときは、各

自が連帯してその損害を賠償する責任

を負う。共同行為者のうちいずれの者

がその損害を加えたかを知ることがで

きないときも、同様とする。

２　行為者を教唆した者及び幇
ほう

助した者

は、共同行為者とみなして、前項の規

定を適用する。

（正当防衛及び緊急避難）

第７２０条　他人の不法行為に対し、自

己又は第三者の権利又は法律上保護さ

れる利益を防衛するため、やむを得ず

加害行為をした者は、損害賠償の責任

を負わない。ただし、被害者から不法

行為をした者に対する損害賠償の請求

を妨げない。

２　前項の規定は、他人の物から生じた
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急迫の危難を避けるためその物を損傷

した場合について準用する。

（損害賠償の方法、中間利息の控除及

び過失相殺）

第７２２条　第４１７条及び第４１７条

の２の規定は、不法行為による損害賠

償について準用する。

２　被害者に過失があったときは、裁判

所は、これを考慮して、損害賠償の額

を定めることができる。

（不法行為による損害賠償請求権の消

滅時効）

第７２４条　不法行為による損害賠償の

請求権は、次に掲げる場合には、時効

によって消滅する。

一　被害者又はその法定代理人が損害

及び加害者を知った時から３年間行

使しないとき。

二　不法行為の時から２０年間行使し

ないとき。

（人の生命又は身体を害する不法行為

による損害賠償請求権の消滅時効）

第７２４条の２　人の生命又は身体を害

する不法行為による損害賠償請求権の

消滅時効についての前条第１号の規定

の適用については、同号中「３年間」

とあるのは、「５年間」とする。

（親権者）

第８１８条　成年に達しない子は、父母

の親権に服する。

２　子が養子であるときは、養親の親権

に服する。

３　親権は、父母の婚姻中は、父母が共

同して行う。ただし、父母の一方が親

権を行うことができないときは、他の

一方が行う。

（監護及び教育の権利義務）

第８２０条　親権を行う者は、子の利益

のために子の監護及び教育をする権利

を有し、義務を負う。

第８３８条　後見は、次に掲げる場合に

開始する。

一　未成年者に対して親権を行う者が

ないとき、又は親権を行う者が管理

権を有しないとき。

二　後見開始の審判があったとき。

附　則　（平成３０年６月２０日

法律第５９号）　抄

（施行期日）

第１条　この法律は、平成３４年４月１

日から施行する。ただし、附則第２６

条の規定は、公布の日から施行する。

国家賠償法（抄）

昭和２２年１０月２７日法律第１２５号

第１条　国又は公共団体の公権力の行使

に当る公務員が、その職務を行うにつ

いて、故意又は過失によつて違法に他

人に損害を加えたときは、国又は公共

団体が、これを賠償する責に任ずる。

　前項の場合において、公務員に故意

又は重大な過失があつたときは、国又

は公共団体は、その公務員に対して求

償権を有する。

第２条　道路、河川その他の公の営造物

の設置又は管理に瑕疵があつたために

他人に損害を生じたときは、国又は公

共団体は、これを賠償する責に任ずる。

　前項の場合において、他に損害の原

因について責に任ずべき者があるとき

は、国又は公共団体は、これに対して

求償権を有する。

第３条　前２条の規定によつて国又は公

共団体が損害を賠償する責に任ずる場

合において、公務員の選任若しくは監

督又は公の営造物の設置若しくは管理

に当る者と公務員の俸給、給与その他

の費用又は公の営造物の設置若しくは

管理の費用を負担する者とが異なると

きは、費用を負担する者もまた、その

損害を賠償する責に任ずる。

　前項の場合において、損害を賠償し
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た者は、内部関係でその損害を賠償す

る責任ある者に対して求償権を有する。

第４条　国又は公共団体の損害賠償の責

任については、前３条の規定によるの

外、民法の規定による。

第５条　国又は公共団体の損害賠償の責

任について民法以外の他の法律に別段

の定があるときは、その定めるところ

による。

第６条　この法律は、外国人が被害者で

ある場合には、相互の保証があるとき

に限り、これを適用する。

個人情報の保護に関する法律

（抄）

平成１５年５月３０日法律第５７号

最近改正：令和４年５月２７日

法律第５４号

第１章　総則

（目的）

第１条　この法律は、デジタル社会の進

展に伴い個人情報の利用が著しく拡大

していることに鑑み、個人情報の適正

な取扱いに関し、基本理念及び政府に

よる基本方針の作成その他の個人情報

の保護に関する施策の基本となる事項

を定め、国及び地方公共団体の責務等

を明らかにし、個人情報を取り扱う事

業者及び行政機関等についてこれらの

特性に応じて遵守すべき義務等を定め

るとともに、個人情報保護委員会を設

置することにより、行政機関等の事務

及び事業の適正かつ円滑な運営を図り、

並びに個人情報の適正かつ効果的な活

用が新たな産業の創出並びに活力ある

経済社会及び豊かな国民生活の実現に

資するものであることその他の個人情

報の有用性に配慮しつつ、個人の権利

利益を保護することを目的とする。

（定義）

第２条　この法律において「個人情報」

とは、生存する個人に関する情報で

あって、次の各号のいずれかに該当す

るものをいう。

一　当該情報に含まれる氏名、生年月

日その他の記述等（文書、図画若し

くは電磁的記録（電磁的方式（電子

的方式、磁気的方式その他人の知覚

によっては認識することができない

方式をいう。次項第２号において同

じ。）で作られる記録をいう。以下

同じ。）に記載され、若しくは記録

され、又は音声、動作その他の方法

を用いて表された一切の事項（個人

識別符号を除く。）をいう。以下同

じ。）により特定の個人を識別する

ことができるもの（他の情報と容易

に照合することができ、それにより

特定の個人を識別することができる

こととなるものを含む。）

二　個人識別符号が含まれるもの

２　この法律において「個人識別符号」

とは、次の各号のいずれかに該当する

文字、番号、記号その他の符号のうち、

政令で定めるものをいう。

一　特定の個人の身体の一部の特徴を

電子計算機の用に供するために変換

した文字、番号、記号その他の符号

であって、当該特定の個人を識別す

ることができるもの

二　個人に提供される役務の利用若し

くは個人に販売される商品の購入に

関し割り当てられ、又は個人に発行

されるカードその他の書類に記載さ

れ、若しくは電磁的方式により記録

された文字、番号、記号その他の符

号であって、その利用者若しくは購

入者又は発行を受ける者ごとに異な

るものとなるように割り当てられ、

又は記載され、若しくは記録される

ことにより、特定の利用者若しくは

購入者又は発行を受ける者を識別す

　参考法令等

― 414 ―



ることができるもの

３　この法律において「要配慮個人情

報」とは、本人の人種、信条、社会的

身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により

害を被った事実その他本人に対する不

当な差別、偏見その他の不利益が生じ

ないようにその取扱いに特に配慮を要

するものとして政令で定める記述等が

含まれる個人情報をいう。

４　この法律において個人情報について

「本人」とは、個人情報によって識別

される特定の個人をいう。

５　この法律において「仮名加工情報」

とは、次の各号に掲げる個人情報の区

分に応じて当該各号に定める措置を講

じて他の情報と照合しない限り特定の

個人を識別することができないように

個人情報を加工して得られる個人に関

する情報をいう。

一　第１項第１号に該当する個人情報

　当該個人情報に含まれる記述等の

一部を削除すること（当該一部の記

述等を復元することのできる規則性

を有しない方法により他の記述等に

置き換えることを含む。）。

二　第１項第２号に該当する個人情報

　当該個人情報に含まれる個人識別

符号の全部を削除すること（当該個

人識別符号を復元することのできる

規則性を有しない方法により他の記

述等に置き換えることを含む。）。

６　この法律において「匿名加工情報」

とは、次の各号に掲げる個人情報の区

分に応じて当該各号に定める措置を講

じて特定の個人を識別することができ

ないように個人情報を加工して得られ

る個人に関する情報であって、当該個

人情報を復元することができないよう

にしたものをいう。

一　第１項第１号に該当する個人情報

　当該個人情報に含まれる記述等の

一部を削除すること（当該一部の記

述等を復元することのできる規則性

を有しない方法により他の記述等に

置き換えることを含む。）。

二　第１項第２号に該当する個人情報

　当該個人情報に含まれる個人識別

符号の全部を削除すること（当該個

人識別符号を復元することのできる

規則性を有しない方法により他の記

述等に置き換えることを含む。）。

７　この法律において「個人関連情報」

とは、生存する個人に関する情報で

あって、個人情報、仮名加工情報及び

匿名加工情報のいずれにも該当しない

ものをいう。

８　この法律において「行政機関」とは、

次に掲げる機関をいう。

一　法律の規定に基づき内閣に置かれ

る機関（内閣府を除く。）及び内閣

の所轄の下に置かれる機関

二　内閣府、宮内庁並びに内閣府設置

法（平成１１年法律第８９号）第

４９条第１項及び第２項に規定する

機関（これらの機関のうち第４号の

政令で定める機関が置かれる機関に

あっては、当該政令で定める機関を

除く。）

三　国家行政組織法（昭和２３年法律

第１２０号）第３条第２項に規定す

る機関（第５号の政令で定める機関

が置かれる機関にあっては、当該政

令で定める機関を除く。）

四　内閣府設置法第３９条及び第５５

条並びに宮内庁法（昭和２２年法律

第７０号）第１６条第２項の機関並

びに内閣府設置法第４０条及び第

５６条（宮内庁法第１８条第１項に

おいて準用する場合を含む。）の特

別の機関で、政令で定めるもの

五　国家行政組織法第８条の２の施設

等機関及び同法第８条の３の特別の

機関で、政令で定めるもの

六　会計検査院
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９　この法律において「独立行政法人

等」とは、独立行政法人通則法（平成

１１年法律第１０３号）第２条第１項

に規定する独立行政法人及び別表第１

に掲げる法人をいう。

１０　この法律において「地方独立行政

法人」とは、地方独立行政法人法（平

成１５年法律第１１８号）第２条第１

項に規定する地方独立行政法人をいう。

１１　この法律において「行政機関等」

とは、次に掲げる機関をいう。

一　行政機関

二　地方公共団体の機関（議会を除く。

次章、第３章及び第６９条第２項第

３号を除き、以下同じ。）

三　独立行政法人等（別表第２に掲げ

る法人を除く。第１６条第２項第３

号、第６３条、第７８条第１項第７

号イ及びロ、第８９条第４項から第

６項まで、第１１９条第５項から第

７項まで並びに第１２５条第２項に

おいて同じ。）

四　地方独立行政法人（地方独立行政

法人法第２１条第１号に掲げる業務

を主たる目的とするもの又は同条第

２号若しくは第３号（チに係る部分

に限る。）に掲げる業務を目的とす

るものを除く。第１６条第２項第４

号、第６３条、第７８条第１項第７

号イ及びロ、第８９条第７項から第

９項まで、第１１９条第８項から第

１０項まで並びに第１２５条第２項

において同じ。）

（基本理念）

第３条　個人情報は、個人の人格尊重の

理念の下に慎重に取り扱われるべきも

のであることに鑑み、その適正な取扱

いが図られなければならない。

第２章　国及び地方公共団体の責

務等

（国の責務）

第４条　国は、この法律の趣旨にのっと

り、国の機関、地方公共団体の機関、

独立行政法人等、地方独立行政法人及

び事業者等による個人情報の適正な取

扱いを確保するために必要な施策を総

合的に策定し、及びこれを実施する責

務を有する。

（地方公共団体の責務）

第５条　地方公共団体は、この法律の趣

旨にのっとり、国の施策との整合性に

配慮しつつ、その地方公共団体の区域

の特性に応じて、地方公共団体の機関、

地方独立行政法人及び当該区域内の事

業者等による個人情報の適正な取扱い

を確保するために必要な施策を策定し、

及びこれを実施する責務を有する。

（法制上の措置等）

第６条　政府は、個人情報の性質及び利

用方法に鑑み、個人の権利利益の一層

の保護を図るため特にその適正な取扱

いの厳格な実施を確保する必要がある

個人情報について、保護のための格別

の措置が講じられるよう必要な法制上

の措置その他の措置を講ずるとともに、

国際機関その他の国際的な枠組みへの

協力を通じて、各国政府と共同して国

際的に整合のとれた個人情報に係る制

度を構築するために必要な措置を講ず

るものとする。

第５章　行政機関等の義務等

第１節　総則

（定義）

第６０条　この章及び第８章において

「保有個人情報」とは、行政機関等の

職員（独立行政法人等及び地方独立行

政法人にあっては、その役員を含む。

以下この章及び第８章において同

じ。）が職務上作成し、又は取得した

個人情報であって、当該行政機関等の

職員が組織的に利用するものとして、

当該行政機関等が保有しているものを

いう。ただし、行政文書（行政機関の

保有する情報の公開に関する法律（平
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成１１年法律第４２号。以下この章に

おいて「行政機関情報公開法」とい

う。）第２条第２項に規定する行政文

書をいう。）、法人文書（独立行政法人

等の保有する情報の公開に関する法律

（平成１３年法律第１４０号。以下こ

の章において「独立行政法人等情報公

開法」という。）第２条第２項に規定

する法人文書（同項第４号に掲げるも

のを含む。）をいう。）又は地方公共団

体等行政文書（地方公共団体の機関又

は地方独立行政法人の職員が職務上作

成し、又は取得した文書、図画及び電

磁的記録であって、当該地方公共団体

の機関又は地方独立行政法人の職員が

組織的に用いるものとして、当該地方

公共団体の機関又は地方独立行政法人

が保有しているもの（行政機関情報公

開法第２条第２項各号に掲げるものに

相当するものとして政令で定めるもの

を除く。）をいう。）（以下この章にお

いて「行政文書等」という。）に記録

されているものに限る。

２　この章及び第８章において「個人情

報ファイル」とは、保有個人情報を含

む情報の集合物であって、次に掲げる

ものをいう。

一　一定の事務の目的を達成するため

に特定の保有個人情報を電子計算機

を用いて検索することができるよう

に体系的に構成したもの

二　前号に掲げるもののほか、一定の

事務の目的を達成するために氏名、

生年月日、その他の記述等により特

定の保有個人情報を容易に検索する

ことができるように体系的に構成し

たもの

３　この章において「行政機関等匿名加

工情報」とは、次の各号のいずれにも

該当する個人情報ファイルを構成する

保有個人情報の全部又は一部（これら

の一部に行政機関情報公開法第５条に

規定する不開示情報（同条第１号に掲

げる情報を除き、同条第２号ただし書

に規定する情報を含む。以下この項に

おいて同じ。）、独立行政法人等情報公

開法第５条に規定する不開示情報（同

条第１号に掲げる情報を除き、同条第

２号ただし書に規定する情報を含

む。）又は地方公共団体の情報公開条

例（地方公共団体の機関又は地方独立

行政法人の保有する情報の公開を請求

する住民等の権利について定める地方

公共団体の条例をいう。以下この章に

おいて同じ。）に規定する不開示情報

（行政機関情報公開法第５条に規定す

る不開示情報に相当するものをい

う。）が含まれているときは、これら

の不開示情報に該当する部分を除

く。）を加工して得られる匿名加工情

報をいう。

一　第７５条第２項各号のいずれかに

該当するもの又は同条第３項の規定

により同条第１項に規定する個人情

報ファイル簿に掲載しないこととさ

れるものでないこと。

二　行政機関情報公開法第３条に規定

する行政機関の長、独立行政法人等

情報公開法第２条第１項に規定する

独立行政法人等、地方公共団体の機

関又は地方独立行政法人に対し、当

該個人情報ファイルを構成する保有

個人情報が記録されている行政文書

等の開示の請求（行政機関情報公開

法第３条、独立行政法人等情報公開

法第３条又は情報公開条例の規定に

よる開示の請求をいう。）があった

としたならば、これらの者が次のい

ずれかを行うこととなるものである

こと。

イ　当該行政文書等に記録されてい

る保有個人情報の全部又は一部を

開示する旨の決定をすること。

ロ　行政機関情報公開法第１３条第
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１項若しくは第２項、独立行政法

人等情報公開法第１４条第１項若

しくは第２項又は情報公開条例

（行政機関情報公開法第１３条第

１項又は第２項の規定に相当する

規定を設けているものに限る。）

の規定により意見書の提出の機会

を与えること。

三　行政機関等の事務及び事業の適正

かつ円滑な運営に支障のない範囲内

で、第１１６条第１項の基準に従い、

当該個人情報ファイルを構成する保

有個人情報を加工して匿名加工情報

を作成することができるものである

こと。

４　この章において「行政機関等匿名加

工情報ファイル」とは、行政機関等匿

名加工情報を含む情報の集合物であっ

て、次に掲げるものをいう。

一　特定の行政機関等匿名加工情報を

電子計算機を用いて検索することが

できるように体系的に構成したもの

二　前号に掲げるもののほか、特定の

行政機関等匿名加工情報を容易に検

索することができるように体系的に

構成したものとして政令で定めるも

の

５　この章において「条例要配慮個人情

報」とは、地方公共団体の機関又は地

方独立行政法人が保有する個人情報

（要配慮個人情報を除く。）のうち、

地域の特性その他の事情に応じて、本

人に対する不当な差別、偏見その他の

不利益が生じないようにその取扱いに

特に配慮を要するものとして地方公共

団体が条例で定める記述等が含まれる

個人情報をいう。

第２節　行政機関等における個

人情報等の取扱い

（個人情報の保有の制限等）

第６１条　行政機関等は、個人情報を保

有するに当たっては、法令（条例を含

む。第６６条第２項第３号及び第４号、

第６９条第２項第２号及び第３号並び

に第４節において同じ。）の定める所

掌事務又は業務を遂行するため必要な

場合に限り、かつ、その利用目的をで

きる限り特定しなければならない。

２　行政機関等は、前項の規定により特

定された利用目的の達成に必要な範囲

を超えて、個人情報を保有してはなら

ない。

３　行政機関等は、利用目的を変更する

場合には、変更前の利用目的と相当の

関連性を有すると合理的に認められる

範囲を超えて行ってはならない。

（利用目的の明示）

第６２条　行政機関等は、本人から直接

書面（電磁的記録を含む。）に記録さ

れた当該本人の個人情報を取得すると

きは、次に掲げる場合を除き、あらか

じめ、本人に対し、その利用目的を明

示しなければならない。

一　人の生命、身体又は財産の保護の

ために緊急に必要があるとき。

二　利用目的を本人に明示することに

より、本人又は第三者の生命、身体、

財産その他の権利利益を害するおそ

れがあるとき。

三　利用目的を本人に明示することに

より、国の機関、独立行政法人等、

地方公共団体又は地方独立行政法人

が行う事務又は事業の適正な遂行に

支障を及ぼすおそれがあるとき。

四　取得の状況からみて利用目的が明

らかであると認められるとき。

（不適正な利用の禁止）

第６３条　行政機関の長（第２条第８項

第４号及び第５号の政令で定める機関

にあっては、その機関ごとに政令で定

める者をいう。以下この章及び第

１７４条において同じ。）、地方公共団

体の機関、独立行政法人等及び地方独

立行政法人（以下この章及び次章にお
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いて「行政機関の長等」という。）は、

違法又は不当な行為を助長し、又は誘

発するおそれがある方法により個人情

報を利用してはならない。

（適正な取得）

第６４条　行政機関の長等は、偽りその

他不正の手段により個人情報を取得し

てはならない。

（正確性の確保）

第６５条　行政機関の長等は、利用目的

の達成に必要な範囲内で、保有個人情

報が過去又は現在の事実と合致するよ

う努めなければならない。

（安全管理措置）

第６６条　行政機関の長等は、保有個人

情報の漏えい、滅失又は毀損の防止そ

の他の保有個人情報の安全管理のため

に必要かつ適切な措置を講じなければ

ならない。

２　前項の規定は、次の各号に掲げる者

が当該各号に定める業務を行う場合に

おける個人情報の取扱いについて準用

する。

一　行政機関等から個人情報の取扱い

の委託を受けた者　当該委託を受け

た業務

二　指定管理者（地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２４４条の

２第３項に規定する指定管理者をい

う。）　公の施設（同法第２４４条

第１項に規定する公の施設をい

う。）の管理の業務

三　第５８条第１項各号に掲げる者　

法令に基づき行う業務であって政令

で定めるもの

四　第５８条第２項各号に掲げる者　

同項各号に定める業務のうち法令に

基づき行う業務であって政令で定め

るもの

五　前各号に掲げる者から当該各号に

定める業務の委託（２以上の段階に

わたる委託を含む。）を受けた者　

当該委託を受けた業務

（従事者の義務）

第６７条　個人情報の取扱いに従事する

行政機関等の職員若しくは職員であっ

た者、前条第２項各号に定める業務に

従事している者若しくは従事していた

者又は行政機関等において個人情報の

取扱いに従事している派遣労働者（労

働者派遣事業の適正な運営の確保及び

派遣労働者の保護等に関する法律（昭

和６０年法律第８８号）第２条第２号

に規定する派遣労働者をいう。以下こ

の章及び第１７６条において同じ。）

若しくは従事していた派遣労働者は、

その業務に関して知り得た個人情報の

内容をみだりに他人に知らせ、又は不

当な目的に利用してはならない。

（漏えい等の報告等）

第６８条　行政機関の長等は、保有個人

情報の漏えい、滅失、毀損その他の保

有個人情報の安全の確保に係る事態で

あって個人の権利利益を害するおそれ

が大きいものとして個人情報保護委員

会規則で定めるものが生じたときは、

個人情報保護委員会規則で定めるとこ

ろにより、当該事態が生じた旨を個人

情報保護委員会に報告しなければなら

ない。

２　前項に規定する場合には、行政機関

の長等は、本人に対し、個人情報保護

委員会規則で定めるところにより、当

該事態が生じた旨を通知しなければな

らない。ただし、次の各号のいずれか

に該当するときは、この限りでない。

一　本人への通知が困難な場合であっ

て、本人の権利利益を保護するため

必要なこれに代わるべき措置をとる

とき。

二　当該保有個人情報に第７８条第１

項各号に掲げる情報のいずれかが含

まれるとき。

（利用及び提供の制限）
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第６９条　行政機関の長等は、法令に基

づく場合を除き、利用目的以外の目的

のために保有個人情報を自ら利用し、

又は提供してはならない。

２　前項の規定にかかわらず、行政機関

の長等は、次の各号のいずれかに該当

すると認めるときは、利用目的以外の

目的のために保有個人情報を自ら利用

し、又は提供することができる。ただ

し、保有個人情報を利用目的以外の目

的のために自ら利用し、又は提供する

ことによって、本人又は第三者の権利

利益を不当に侵害するおそれがあると

認められるときは、この限りでない。

一　本人の同意があるとき、又は本人

に提供するとき。

二　行政機関等が法令の定める所掌事

務又は業務の遂行に必要な限度で保

有個人情報を内部で利用する場合で

あって、当該保有個人情報を利用す

ることについて相当の理由があると

き。

三　他の行政機関、独立行政法人等、

地方公共団体の機関又は地方独立行

政法人に保有個人情報を提供する場

合において、保有個人情報の提供を

受ける者が、法令の定める事務又は

業務の遂行に必要な限度で提供に係

る個人情報を利用し、かつ、当該個

人情報を利用することについて相当

の理由があるとき。

四　前３号に掲げる場合のほか、専ら

統計の作成又は学術研究の目的のた

めに保有個人情報を提供するとき、

本人以外の者に提供することが明ら

かに本人の利益になるとき、その他

保有個人情報を提供することについ

て特別の理由があるとき。

３　前項の規定は、保有個人情報の利用

又は提供を制限する他の法令の規定の

適用を妨げるものではない。

４　行政機関の長等は、個人の権利利益

を保護するため特に必要があると認め

るときは、保有個人情報の利用目的以

外の目的のための行政機関等の内部に

おける利用を特定の部局若しくは機関

又は職員に限るものとする。

（保有個人情報の提供を受ける者に対

する措置要求）

第７０条　行政機関の長等は、利用目的

のために又は前条第２項第３号若しく

は第４号の規定に基づき、保有個人情

報を提供する場合において、必要があ

ると認めるときは、保有個人情報の提

供を受ける者に対し、提供に係る個人

情報について、その利用の目的若しく

は方法の制限その他必要な制限を付し、

又はその漏えいの防止その他の個人情

報の適切な管理のために必要な措置を

講ずることを求めるものとする。

（外国にある第三者への提供の制限）

第７１条　行政機関の長等は、外国（本

邦の域外にある国又は地域をいう。以

下この条において同じ。）（個人の権利

利益を保護する上で我が国と同等の水

準にあると認められる個人情報の保護

に関する制度を有している外国として

個人情報保護委員会規則で定めるもの

を除く。以下この条において同じ。）

にある第三者（第１６条第３項に規定

する個人データの取扱いについて前章

第２節の規定により同条第２項に規定

する個人情報取扱事業者が講ずべきこ

ととされている措置に相当する措置

（第３項において「相当措置」とい

う。）を継続的に講ずるために必要な

ものとして個人情報保護委員会規則で

定める基準に適合する体制を整備して

いる者を除く。以下この項及び次項に

おいて同じ。）に利用目的以外の目的

のために保有個人情報を提供する場合

には、法令に基づく場合及び第６９条

第２項第４号に掲げる場合を除くほか、

あらかじめ外国にある第三者への提供
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を認める旨の本人の同意を得なければ

ならない。

２　行政機関の長等は、前項の規定によ

り本人の同意を得ようとする場合には、

個人情報保護委員会規則で定めるとこ

ろにより、あらかじめ、当該外国にお

ける個人情報の保護に関する制度、当

該第三者が講ずる個人情報の保護のた

めの措置その他当該本人に参考となる

べき情報を当該本人に提供しなければ

ならない。

３　行政機関の長等は、保有個人情報を

外国にある第三者（第１項に規定する

体制を整備している者に限る。）に利

用目的以外の目的のために提供した場

合には、法令に基づく場合及び第６９

条第２項第４号に掲げる場合を除くほ

か、個人情報保護委員会規則で定める

ところにより、当該第三者による相当

措置の継続的な実施を確保するために

必要な措置を講ずるとともに、本人の

求めに応じて当該必要な措置に関する

情報を当該本人に提供しなければなら

ない。

（個人関連情報の提供を受ける者に対

する措置要求）

第７２条　行政機関の長等は、第三者に

個人関連情報を提供する場合（当該第

三者が当該個人関連情報を個人情報と

して取得することが想定される場合に

限る。）において、必要があると認め

るときは、当該第三者に対し、提供に

係る個人関連情報について、その利用

の目的若しくは方法の制限その他必要

な制限を付し、又はその漏えいの防止

その他の個人関連情報の適切な管理の

ために必要な措置を講ずることを求め

るものとする。

（仮名加工情報の取扱いに係る義務）

第７３条　行政機関の長等は、法令に基

づく場合を除くほか、仮名加工情報

（個人情報であるものを除く。以下こ

の条及び第１２８条において同じ。）

を第三者（当該仮名加工情報の取扱い

の委託を受けた者を除く。）に提供し

てはならない。

２　行政機関の長等は、その取り扱う仮

名加工情報の漏えいの防止その他仮名

加工情報の安全管理のために必要かつ

適切な措置を講じなければならない。

３　行政機関の長等は、仮名加工情報を

取り扱うに当たっては、法令に基づく

場合を除き、当該仮名加工情報の作成

に用いられた個人情報に係る本人を識

別するために、削除情報等（仮名加工

情報の作成に用いられた個人情報から

削除された記述等及び個人識別符号並

びに第４１条第１項の規定により行わ

れた加工の方法に関する情報をい

う。）を取得し、又は当該仮名加工情

報を他の情報と照合してはならない。

４　行政機関の長等は、仮名加工情報を

取り扱うに当たっては、法令に基づく

場合を除き、電話をかけ、郵便若しく

は民間事業者による信書の送達に関す

る法律第２条第６項に規定する一般信

書便事業者若しくは同条第９項に規定

する特定信書便事業者による同条第２

項に規定する信書便により送付し、電

報を送達し、ファクシミリ装置若しく

は電磁的方法（電子情報処理組織を使

用する方法その他の情報通信の技術を

利用する方法であって個人情報保護委

員会規則で定めるものをいう。）を用

いて送信し、又は住居を訪問するため

に、当該仮名加工情報に含まれる連絡

先その他の情報を利用してはならない。

５　前各項の規定は、行政機関の長等か

ら仮名加工情報の取扱いの委託（２以

上の段階にわたる委託を含む。）を受

けた者が受託した業務を行う場合につ

いて準用する。

第３節　個人情報ファイル

（個人情報ファイルの保有等に関する
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事前通知）

第７４条　行政機関（会計検査院を除く。

以下この条において同じ。）が個人情

報ファイルを保有しようとするときは、

当該行政機関の長は、あらかじめ、個

人情報保護委員会に対し、次に掲げる

事項を通知しなければならない。通知

した事項を変更しようとするときも、

同様とする。

一　個人情報ファイルの名称

二　当該機関の名称及び個人情報ファ

イルが利用に供される事務をつかさ

どる組織の名称

三　個人情報ファイルの利用目的

四　個人情報ファイルに記録される項

目（以下この節において「記録項

目」という。）及び本人（他の個人

の氏名、生年月日その他の記述等に

よらないで検索し得る者に限る。次

項第９号において同じ。）として個

人情報ファイルに記録される個人の

範囲（以下この節において「記録範

囲」という。）

五　個人情報ファイルに記録される個

人情報（以下この節において「記録

情報」という。）の収集方法

六　記録情報に要配慮個人情報が含ま

れるときは、その旨

七　記録情報を当該機関以外の者に経

常的に提供する場合には、その提供

先

八　次条第３項の規定に基づき、記録

項目の一部若しくは第５号若しくは

前号に掲げる事項を次条第１項に規

定する個人情報ファイル簿に記載し

ないこととするとき、又は個人情報

ファイルを同項に規定する個人情報

ファイル簿に掲載しないこととする

ときは、その旨

九　第７６条第１項、第９０条第１項

又は第９８条第１項の規定による請

求を受理する組織の名称及び所在地

十　第９０条第１項ただし書又は第

９８条第１項ただし書に該当すると

きは、その旨

十一　その他政令で定める事項

２　前項の規定は、次に掲げる個人情報

ファイルについては、適用しない。

一　国の安全、外交上の秘密その他の

国の重大な利益に関する事項を記録

する個人情報ファイル

二　犯罪の捜査、租税に関する法律の

規定に基づく犯則事件の調査又は公

訴の提起若しくは維持のために作成

し、又は取得する個人情報ファイル

三　当該機関の職員又は職員であった

者に係る個人情報ファイルであって、

専らその人事、給与若しくは福利厚

生に関する事項又はこれらに準ずる

事項を記録するもの（当該機関が行

う職員の採用試験に関する個人情報

ファイルを含む。）

四　専ら試験的な電子計算機処理の用

に供するための個人情報ファイル

五　前項の規定による通知に係る個人

情報ファイルに記録されている記録

情報の全部又は一部を記録した個人

情報ファイルであって、その利用目

的、記録項目及び記録範囲が当該通

知に係るこれらの事項の範囲内のも

の

六　１年以内に消去することとなる記

録情報のみを記録する個人情報ファ

イル

七　資料その他の物品若しくは金銭の

送付又は業務上必要な連絡のために

利用する記録情報を記録した個人情

報ファイルであって、送付又は連絡

の相手方の氏名、住所その他の送付

又は連絡に必要な事項のみを記録す

るもの

八　職員が学術研究の用に供するため

その発意に基づき作成し、又は取得

する個人情報ファイルであって、記
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録情報を専ら当該学術研究の目的の

ために利用するもの

九　本人の数が政令で定める数に満た

ない個人情報ファイル

十　第３号から前号までに掲げる個人

情報ファイルに準ずるものとして政

令で定める個人情報ファイル

十一　第６０条第２項第２号に係る個

人情報ファイル

３　行政機関の長は、第１項に規定する

事項を通知した個人情報ファイルにつ

いて、当該行政機関がその保有をやめ

たとき、又はその個人情報ファイルが

前項第９号に該当するに至ったときは、

遅滞なく、個人情報保護委員会に対し

その旨を通知しなければならない。

（個人情報ファイル簿の作成及び公

表）

第７５条　行政機関の長等は、政令で定

めるところにより、当該行政機関の長

等の属する行政機関等が保有している

個人情報ファイルについて、それぞれ

前条第１項第１号から第７号まで、第

９号及び第１０号に掲げる事項その他

政令で定める事項を記載した帳簿（以

下この章において「個人情報ファイル

簿」という。）を作成し、公表しなけ

ればならない。

２　前項の規定は、次に掲げる個人情報

ファイルについては、適用しない。

一　前条第２項第１号から第１０号ま

でに掲げる個人情報ファイル

二　前項の規定による公表に係る個人

情報ファイルに記録されている記録

情報の全部又は一部を記録した個人

情報ファイルであって、その利用目

的、記録項目及び記録範囲が当該公

表に係るこれらの事項の範囲内のも

の

三　前号に掲げる個人情報ファイルに

準ずるものとして政令で定める個人

情報ファイル

３　第１項の規定にかかわらず、行政機

関の長等は、記録項目の一部若しくは

前条第１項第５号若しくは第７号に掲

げる事項を個人情報ファイル簿に記載

し、又は個人情報ファイルを個人情報

ファイル簿に掲載することにより、利

用目的に係る事務又は事業の性質上、

当該事務又は事業の適正な遂行に著し

い支障を及ぼすおそれがあると認める

ときは、その記録項目の一部若しくは

事項を記載せず、又はその個人情報

ファイルを個人情報ファイル簿に掲載

しないことができる。

４　地方公共団体の機関又は地方独立行

政法人についての第１項の規定の適用

については、同項中「定める事項」と

あるのは、「定める事項並びに記録情

報に条例要配慮個人情報が含まれてい

るときは、その旨」とする。

５　前各項の規定は、地方公共団体の機

関又は地方独立行政法人が、条例で定

めるところにより、個人情報ファイル

簿とは別の個人情報の保有の状況に関

する事項を記載した帳簿を作成し、公

表することを妨げるものではない。

第４節　開示、訂正及び利用停

止

第１款　開示

（開示請求権）

第７６条　何人も、この法律の定めると

ころにより、行政機関の長等に対し、

当該行政機関の長等の属する行政機関

等の保有する自己を本人とする保有個

人情報の開示を請求することができる。

２　未成年者若しくは成年被後見人の法

定代理人又は本人の委任による代理人

（以下この節において「代理人」と総

称する。）は、本人に代わって前項の

規定による開示の請求（以下この節及

び第１２７条において「開示請求」と

いう。）をすることができる。

（開示請求の手続）
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第７７条　開示請求は、次に掲げる事項

を記載した書面（第３項において「開

示請求書」という。）を行政機関の長

等に提出してしなければならない。

一　開示請求をする者の氏名及び住所

又は居所

二　開示請求に係る保有個人情報が記

録されている行政文書等の名称その

他の開示請求に係る保有個人情報を

特定するに足りる事項

２　前項の場合において、開示請求をす

る者は、政令で定めるところにより、

開示請求に係る保有個人情報の本人で

あること（前条第２項の規定による開

示請求にあっては、開示請求に係る保

有個人情報の本人の代理人であるこ

と）を示す書類を提示し、又は提出し

なければならない。

３　行政機関の長等は、開示請求書に形

式上の不備があると認めるときは、開

示請求をした者（以下この節において

「開示請求者」という。）に対し、相

当の期間を定めて、その補正を求める

ことができる。この場合において、行

政機関の長等は、開示請求者に対し、

補正の参考となる情報を提供するよう

努めなければならない。

（保有個人情報の開示義務）

第７８条　行政機関の長等は、開示請求

があったときは、開示請求に係る保有

個人情報に次の各号に掲げる情報（以

下この節において「不開示情報」とい

う。）のいずれかが含まれている場合

を除き、開示請求者に対し、当該保有

個人情報を開示しなければならない。

一　開示請求者（第７６条第２項の規

定により代理人が本人に代わって開

示請求をする場合にあっては、当該

本人をいう。次号及び第３号、次条

第２項並びに第８６条第１項におい

て同じ。）の生命、健康、生活又は

財産を害するおそれがある情報

二　開示請求者以外の個人に関する情

報（事業を営む個人の当該事業に関

する情報を除く。）であって、当該

情報に含まれる氏名、生年月日その

他の記述等により開示請求者以外の

特定の個人を識別することができる

もの（他の情報と照合することによ

り、開示請求者以外の特定の個人を

識別することができることとなるも

のを含む。）若しくは個人識別符号

が含まれるもの又は開示請求者以外

の特定の個人を識別することはでき

ないが、開示することにより、なお

開示請求者以外の個人の権利利益を

害するおそれがあるもの。ただし、

次に掲げる情報を除く。

イ　法令の規定により又は慣行とし

て開示請求者が知ることができ、

又は知ることが予定されている情

報

ロ　人の生命、健康、生活又は財産

を保護するため、開示することが

必要であると認められる情報

ハ　当該個人が公務員等（国家公務

員法（昭和２２年法律第１２０

号）第２条第１項に規定する国家

公務員（独立行政法人通則法第２

条第４項に規定する行政執行法人

の職員を除く。）、独立行政法人等

の職員、地方公務員法（昭和２５

年法律第２６１号）第２条に規定

する地方公務員及び地方独立行政

法人の職員をいう。）である場合

において、当該情報がその職務の

遂行に係る情報であるときは、当

該情報のうち、当該公務員等の職

及び当該職務遂行の内容に係る部

分

三　法人その他の団体（国、独立行政

法人等、地方公共団体及び地方独立

行政法人を除く。以下この号におい

て「法人等」という。）に関する情
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報又は開示請求者以外の事業を営む

個人の当該事業に関する情報であっ

て、次に掲げるもの。ただし、人の

生命、健康、生活又は財産を保護す

るため、開示することが必要である

と認められる情報を除く。

イ　開示することにより、当該法人

等又は当該個人の権利、競争上の

地位その他正当な利益を害するお

それがあるもの

ロ　行政機関等の要請を受けて、開

示しないとの条件で任意に提供さ

れたものであって、法人等又は個

人における通例として開示しない

こととされているものその他の当

該条件を付することが当該情報の

性質、当時の状況等に照らして合

理的であると認められるもの

四　行政機関の長が第８２条各項の決

定（以下この節において「開示決定

等」という。）をする場合において、

開示することにより、国の安全が害

されるおそれ、他国若しくは国際機

関との信頼関係が損なわれるおそれ

又は他国若しくは国際機関との交渉

上不利益を被るおそれがあると当該

行政機関の長が認めることにつき相

当の理由がある情報

五　行政機関の長又は地方公共団体の

機関（都道府県の機関に限る。）が

開示決定等をする場合において、開

示することにより、犯罪の予防、鎮

圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行

その他の公共の安全と秩序の維持に

支障を及ぼすおそれがあると当該行

政機関の長又は地方公共団体の機関

が認めることにつき相当の理由があ

る情報

六　国の機関、独立行政法人等、地方

公共団体及び地方独立行政法人の内

部又は相互間における審議、検討又

は協議に関する情報であって、開示

することにより、率直な意見の交換

若しくは意思決定の中立性が不当に

損なわれるおそれ、不当に国民の間

に混乱を生じさせるおそれ又は特定

の者に不当に利益を与え若しくは不

利益を及ぼすおそれがあるもの

七　国の機関、独立行政法人等、地方

公共団体又は地方独立行政法人が行

う事務又は事業に関する情報であっ

て、開示することにより、次に掲げ

るおそれその他当該事務又は事業の

性質上、当該事務又は事業の適正な

遂行に支障を及ぼすおそれがあるも

の

イ　独立行政法人等、地方公共団体

の機関又は地方独立行政法人が開

示決定等をする場合において、国

の安全が害されるおそれ、他国若

しくは国際機関との信頼関係が損

なわれるおそれ又は他国若しくは

国際機関との交渉上不利益を被る

おそれ

ロ　独立行政法人等、地方公共団体

の機関（都道府県の機関を除

く。）又は地方独立行政法人が開

示決定等をする場合において、犯

罪の予防、鎮圧又は捜査その他の

公共の安全と秩序の維持に支障を

及ぼすおそれ

ハ　監査、検査、取締り、試験又は

租税の賦課若しくは徴収に係る事

務に関し、正確な事実の把握を困

難にするおそれ又は違法若しくは

不当な行為を容易にし、若しくは

その発見を困難にするおそれ

ニ　契約、交渉又は争訟に係る事務

に関し、国、独立行政法人等、地

方公共団体又は地方独立行政法人

の財産上の利益又は当事者として

の地位を不当に害するおそれ

ホ　調査研究に係る事務に関し、そ

の公正かつ能率的な遂行を不当に
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阻害するおそれ

ヘ　人事管理に係る事務に関し、公

正かつ円滑な人事の確保に支障を

及ぼすおそれ

ト　独立行政法人等、地方公共団体

が経営する企業又は地方独立行政

法人に係る事業に関し、その企業

経営上の正当な利益を害するおそ

れ

２　地方公共団体の機関又は地方独立行

政法人についての前項の規定の適用に

ついては、同項中「掲げる情報（」と

あるのは、「掲げる情報（情報公開条

例の規定により開示することとされて

いる情報として条例で定めるものを除

く。）又は行政機関情報公開法第５条

に規定する不開示情報に準ずる情報で

あって情報公開条例において開示しな

いこととされているもののうち当該情

報公開条例との整合性を確保するため

に不開示とする必要があるものとして

条例で定めるもの（」とする。

（部分開示）

第７９条　行政機関の長等は、開示請求

に係る保有個人情報に不開示情報が含

まれている場合において、不開示情報

に該当する部分を容易に区分して除く

ことができるときは、開示請求者に対

し、当該部分を除いた部分につき開示

しなければならない。

２　開示請求に係る保有個人情報に前条

第１項第２号の情報（開示請求者以外

の特定の個人を識別することができる

ものに限る。）が含まれている場合に

おいて、当該情報のうち、氏名、生年

月日その他の開示請求者以外の特定の

個人を識別することができることとな

る記述等及び個人識別符号の部分を除

くことにより、開示しても、開示請求

者以外の個人の権利利益が害されるお

それがないと認められるときは、当該

部分を除いた部分は、同号の情報に含

まれないものとみなして、前項の規定

を適用する。

（裁量的開示）

第８０条　行政機関の長等は、開示請求

に係る保有個人情報に不開示情報が含

まれている場合であっても、個人の権

利利益を保護するため特に必要がある

と認めるときは、開示請求者に対し、

当該保有個人情報を開示することがで

きる。

（保有個人情報の存否に関する情報）

第８１条　開示請求に対し、当該開示請

求に係る保有個人情報が存在している

か否かを答えるだけで、不開示情報を

開示することとなるときは、行政機関

の長等は、当該保有個人情報の存否を

明らかにしないで、当該開示請求を拒

否することができる。

（開示請求に対する措置）

第８２条　行政機関の長等は、開示請求

に係る保有個人情報の全部又は一部を

開示するときは、その旨の決定をし、

開示請求者に対し、その旨、開示する

保有個人情報の利用目的及び開示の実

施に関し政令で定める事項を書面によ

り通知しなければならない。ただし、

第６２条第２号又は第３号に該当する

場合における当該利用目的については、

この限りでない。

２　行政機関の長等は、開示請求に係る

保有個人情報の全部を開示しないとき

（前条の規定により開示請求を拒否す

るとき、及び開示請求に係る保有個人

情報を保有していないときを含む。）

は、開示をしない旨の決定をし、開示

請求者に対し、その旨を書面により通

知しなければならない。

（開示決定等の期限）

第８３条　開示決定等は、開示請求が

あった日から３０日以内にしなければ

ならない。ただし、第７７条第３項の

規定により補正を求めた場合にあって
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は、当該補正に要した日数は、当該期

間に算入しない。

２　前項の規定にかかわらず、行政機関

の長等は、事務処理上の困難その他正

当な理由があるときは、同項に規定す

る期間を３０日以内に限り延長するこ

とができる。この場合において、行政

機関の長等は、開示請求者に対し、遅

滞なく、延長後の期間及び延長の理由

を書面により通知しなければならない。

（開示決定等の期限の特例）

第８４条　開示請求に係る保有個人情報

が著しく大量であるため、開示請求が

あった日から６０日以内にその全てに

ついて開示決定等をすることにより事

務の遂行に著しい支障が生ずるおそれ

がある場合には、前条の規定にかかわ

らず、行政機関の長等は、開示請求に

係る保有個人情報のうちの相当の部分

につき当該期間内に開示決定等をし、

残りの保有個人情報については相当の

期間内に開示決定等をすれば足りる。

この場合において、行政機関の長等は、

同条第１項に規定する期間内に、開示

請求者に対し、次に掲げる事項を書面

により通知しなければならない。

一　この条の規定を適用する旨及びそ

の理由

二　残りの保有個人情報について開示

決定等をする期限

（事案の移送）

第８５条　行政機関の長等は、開示請求

に係る保有個人情報が当該行政機関の

長等が属する行政機関等以外の行政機

関等から提供されたものであるとき、

その他他の行政機関の長等において開

示決定等をすることにつき正当な理由

があるときは、当該他の行政機関の長

等と協議の上、当該他の行政機関の長

等に対し、事案を移送することができ

る。この場合においては、移送をした

行政機関の長等は、開示請求者に対し、

事案を移送した旨を書面により通知し

なければならない。

２　前項の規定により事案が移送された

ときは、移送を受けた行政機関の長等

において、当該開示請求についての開

示決定等をしなければならない。この

場合において、移送をした行政機関の

長等が移送前にした行為は、移送を受

けた行政機関の長等がしたものとみな

す。

３　前項の場合において、移送を受けた

行政機関の長等が第８２条第１項の決

定（以下この節において「開示決定」

という。）をしたときは、当該行政機

関の長等は、開示の実施をしなければ

ならない。この場合において、移送を

した行政機関の長等は、当該開示の実

施に必要な協力をしなければならない。

（第三者に対する意見書提出の機会の

付与等）

第８６条　開示請求に係る保有個人情報

に国、独立行政法人等、地方公共団体、

地方独立行政法人及び開示請求者以外

の者（以下この条、第１０５条第２項

第３号及び第１０７条第１項において

「第三者」という。）に関する情報が

含まれているときは、行政機関の長等

は、開示決定等をするに当たって、当

該情報に係る第三者に対し、政令で定

めるところにより、当該第三者に関す

る情報の内容その他政令で定める事項

を通知して、意見書を提出する機会を

与えることができる。

２　行政機関の長等は、次の各号のいず

れかに該当するときは、開示決定に先

立ち、当該第三者に対し、政令で定め

るところにより、開示請求に係る当該

第三者に関する情報の内容その他政令

で定める事項を書面により通知して、

意見書を提出する機会を与えなければ

ならない。ただし、当該第三者の所在

が判明しない場合は、この限りでない。
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一　第三者に関する情報が含まれてい

る保有個人情報を開示しようとする

場合であって、当該第三者に関する

情報が第７８条第１項第２号ロ又は

同項第３号ただし書に規定する情報

に該当すると認められるとき。

二　第三者に関する情報が含まれてい

る保有個人情報を第８０条の規定に

より開示しようとするとき。

３　行政機関の長等は、前２項の規定に

より意見書の提出の機会を与えられた

第三者が当該第三者に関する情報の開

示に反対の意思を表示した意見書を提

出した場合において、開示決定をする

ときは、開示決定の日と開示を実施す

る日との間に少なくとも２週間を置か

なければならない。この場合において、

行政機関の長等は、開示決定後直ちに、

当該意見書（第１０５条において「反

対意見書」という。）を提出した第三

者に対し、開示決定をした旨及びその

理由並びに開示を実施する日を書面に

より通知しなければならない。

（開示の実施）

第８７条　保有個人情報の開示は、当該

保有個人情報が、文書又は図画に記録

されているときは閲覧又は写しの交付

により、電磁的記録に記録されている

ときはその種別、情報化の進展状況等

を勘案して行政機関等が定める方法に

より行う。ただし、閲覧の方法による

保有個人情報の開示にあっては、行政

機関の長等は、当該保有個人情報が記

録されている文書又は図画の保存に支

障を生ずるおそれがあると認めるとき、

その他正当な理由があるときは、その

写しにより、これを行うことができる。

２　行政機関等は、前項の規定に基づく

電磁的記録についての開示の方法に関

する定めを一般の閲覧に供しなければ

ならない。

３　開示決定に基づき保有個人情報の開

示を受ける者は、政令で定めるところ

により、当該開示決定をした行政機関

の長等に対し、その求める開示の実施

の方法その他の政令で定める事項を申

し出なければならない。

４　前項の規定による申出は、第８２条

第１項に規定する通知があった日から

３０日以内にしなければならない。た

だし、当該期間内に当該申出をするこ

とができないことにつき正当な理由が

あるときは、この限りでない。

（他の法令による開示の実施との調

整）

第８８条　行政機関の長等は、他の法令

の規定により、開示請求者に対し開示

請求に係る保有個人情報が前条第１項

本文に規定する方法と同一の方法で開

示することとされている場合（開示の

期間が定められている場合にあっては、

当該期間内に限る。）には、同項本文

の規定にかかわらず、当該保有個人情

報については、当該同一の方法による

開示を行わない。ただし、当該他の法

令の規定に一定の場合には開示をしな

い旨の定めがあるときは、この限りで

ない。

２　他の法令の規定に定める開示の方法

が縦覧であるときは、当該縦覧を前条

第１項本文の閲覧とみなして、前項の

規定を適用する。

（手数料）

第８９条　行政機関の長に対し開示請求

をする者は、政令で定めるところによ

り、実費の範囲内において政令で定め

る額の手数料を納めなければならない。

２　地方公共団体の機関に対し開示請求

をする者は、条例で定めるところによ

り、実費の範囲内において条例で定め

る額の手数料を納めなければならない。

３　前２項の手数料の額を定めるに当

たっては、できる限り利用しやすい額

とするよう配慮しなければならない。
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４　独立行政法人等に対し開示請求をす

る者は、独立行政法人等の定めるとこ

ろにより、手数料を納めなければなら

ない。

５　前項の手数料の額は、実費の範囲内

において、かつ、第１項の手数料の額

を参酌して、独立行政法人等が定める。

６　独立行政法人等は、前２項の規定に

よる定めを一般の閲覧に供しなければ

ならない。

７　地方独立行政法人に対し開示請求を

する者は、地方独立行政法人の定める

ところにより、手数料を納めなければ

ならない。

８　前項の手数料の額は、実費の範囲内

において、かつ、第２項の条例で定め

る手数料の額を参酌して、地方独立行

政法人が定める。

９　地方独立行政法人は、前２項の規定

による定めを一般の閲覧に供しなけれ

ばならない。

第２款　訂正

（訂正請求権）

第９０条　何人も、自己を本人とする保

有個人情報（次に掲げるものに限る。

第９８条第１項において同じ。）の内

容が事実でないと思料するときは、こ

の法律の定めるところにより、当該保

有個人情報を保有する行政機関の長等

に対し、当該保有個人情報の訂正（追

加又は削除を含む。以下この節におい

て同じ。）を請求することができる。

ただし、当該保有個人情報の訂正に関

して他の法令の規定により特別の手続

が定められているときは、この限りで

ない。

一　開示決定に基づき開示を受けた保

有個人情報

二　開示決定に係る保有個人情報で

あって、第８８条第１項の他の法令

の規定により開示を受けたもの

２　代理人は、本人に代わって前項の規

定による訂正の請求（以下この節及び

第１２７条において「訂正請求」とい

う。）をすることができる。

３　訂正請求は、保有個人情報の開示を

受けた日から９０日以内にしなければ

ならない。

（訂正請求の手続）

第９１条　訂正請求は、次に掲げる事項

を記載した書面（第３項において「訂

正請求書」という。）を行政機関の長

等に提出してしなければならない。

一　訂正請求をする者の氏名及び住所

又は居所

二　訂正請求に係る保有個人情報の開

示を受けた日その他当該保有個人情

報を特定するに足りる事項

三　訂正請求の趣旨及び理由

２　前項の場合において、訂正請求をす

る者は、政令で定めるところにより、

訂正請求に係る保有個人情報の本人で

あること（前条第２項の規定による訂

正請求にあっては、訂正請求に係る保

有個人情報の本人の代理人であるこ

と）を示す書類を提示し、又は提出し

なければならない。

３　行政機関の長等は、訂正請求書に形

式上の不備があると認めるときは、訂

正請求をした者（以下この節において

「訂正請求者」という。）に対し、相

当の期間を定めて、その補正を求める

ことができる。

（保有個人情報の訂正義務）

第９２条　行政機関の長等は、訂正請求

があった場合において、当該訂正請求

に理由があると認めるときは、当該訂

正請求に係る保有個人情報の利用目的

の達成に必要な範囲内で、当該保有個

人情報の訂正をしなければならない。

（訂正請求に対する措置）

第９３条　行政機関の長等は、訂正請求

に係る保有個人情報の訂正をするとき

は、その旨の決定をし、訂正請求者に
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対し、その旨を書面により通知しなけ

ればならない。

２　行政機関の長等は、訂正請求に係る

保有個人情報の訂正をしないときは、

その旨の決定をし、訂正請求者に対し、

その旨を書面により通知しなければな

らない。

（訂正決定等の期限）

第９４条　前条各項の決定（以下この節

において「訂正決定等」という。）は、

訂正請求があった日から３０日以内に

しなければならない。ただし、第９１

条第３項の規定により補正を求めた場

合にあっては、当該補正に要した日数

は、当該期間に算入しない。

２　前項の規定にかかわらず、行政機関

の長等は、事務処理上の困難その他正

当な理由があるときは、同項に規定す

る期間を３０日以内に限り延長するこ

とができる。この場合において、行政

機関の長等は、訂正請求者に対し、遅

滞なく、延長後の期間及び延長の理由

を書面により通知しなければならない。

（訂正決定等の期限の特例）

第９５条　行政機関の長等は、訂正決定

等に特に長期間を要すると認めるとき

は、前条の規定にかかわらず、相当の

期間内に訂正決定等をすれば足りる。

この場合において、行政機関の長等は、

同条第１項に規定する期間内に、訂正

請求者に対し、次に掲げる事項を書面

により通知しなければならない。

一　この条の規定を適用する旨及びそ

の理由

二　訂正決定等をする期限

（事案の移送）

第９６条　行政機関の長等は、訂正請求

に係る保有個人情報が第８５条第３項

の規定に基づく開示に係るものである

とき、その他他の行政機関の長等にお

いて訂正決定等をすることにつき正当

な理由があるときは、当該他の行政機

関の長等と協議の上、当該他の行政機

関の長等に対し、事案を移送すること

ができる。この場合においては、移送

をした行政機関の長等は、訂正請求者

に対し、事案を移送した旨を書面によ

り通知しなければならない。

２　前項の規定により事案が移送された

ときは、移送を受けた行政機関の長等

において、当該訂正請求についての訂

正決定等をしなければならない。この

場合において、移送をした行政機関の

長等が移送前にした行為は、移送を受

けた行政機関の長等がしたものとみな

す。

３　前項の場合において、移送を受けた

行政機関の長等が第９３条第１項の決

定（以下この項及び次条において「訂

正決定」という。）をしたときは、移

送をした行政機関の長等は、当該訂正

決定に基づき訂正の実施をしなければ

ならない。

（保有個人情報の提供先への通知）

第９７条　行政機関の長等は、訂正決定

に基づく保有個人情報の訂正の実施を

した場合において、必要があると認め

るときは、当該保有個人情報の提供先

に対し、遅滞なく、その旨を書面によ

り通知するものとする。

第３款　利用停止

（利用停止請求権）

第９８条　何人も、自己を本人とする保

有個人情報が次の各号のいずれかに該

当すると思料するときは、この法律の

定めるところにより、当該保有個人情

報を保有する行政機関の長等に対し、

当該各号に定める措置を請求すること

ができる。ただし、当該保有個人情報

の利用の停止、消去又は提供の停止

（以下この節において「利用停止」と

いう。）に関して他の法令の規定によ

り特別の手続が定められているときは、

この限りでない。
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一　第６１条第２項の規定に違反して

保有されているとき、第６３条の規

定に違反して取り扱われているとき、

第６４条の規定に違反して取得され

たものであるとき、又は第６９条第

１項及び第２項の規定に違反して利

用されているとき　当該保有個人情

報の利用の停止又は消去

二　第６９条第１項及び第２項又は第

７１条第１項の規定に違反して提供

されているとき　当該保有個人情報

の提供の停止

２　代理人は、本人に代わって前項の規

定による利用停止の請求（以下この節

及び第１２７条において「利用停止請

求」という。）をすることができる。

３　利用停止請求は、保有個人情報の開

示を受けた日から９０日以内にしなけ

ればならない。

（利用停止請求の手続）

第９９条　利用停止請求は、次に掲げる

事項を記載した書面（第３項において

「利用停止請求書」という。）を行政

機関の長等に提出してしなければなら

ない。

一　利用停止請求をする者の氏名及び

住所又は居所

二　利用停止請求に係る保有個人情報

の開示を受けた日その他当該保有個

人情報を特定するに足りる事項

三　利用停止請求の趣旨及び理由

２　前項の場合において、利用停止請求

をする者は、政令で定めるところによ

り、利用停止請求に係る保有個人情報

の本人であること（前条第２項の規定

による利用停止請求にあっては、利用

停止請求に係る保有個人情報の本人の

代理人であること）を示す書類を提示

し、又は提出しなければならない。

３　行政機関の長等は、利用停止請求書

に形式上の不備があると認めるときは、

利用停止請求をした者（以下この節に

おいて「利用停止請求者」という。）

に対し、相当の期間を定めて、その補

正を求めることができる。

（保有個人情報の利用停止義務）

第１００条　行政機関の長等は、利用停

止請求があった場合において、当該利

用停止請求に理由があると認めるとき

は、当該行政機関の長等の属する行政

機関等における個人情報の適正な取扱

いを確保するために必要な限度で、当

該利用停止請求に係る保有個人情報の

利用停止をしなければならない。ただ

し、当該保有個人情報の利用停止をす

ることにより、当該保有個人情報の利

用目的に係る事務又は事業の性質上、

当該事務又は事業の適正な遂行に著し

い支障を及ぼすおそれがあると認めら

れるときは、この限りでない。

（利用停止請求に対する措置）

第１０１条　行政機関の長等は、利用停

止請求に係る保有個人情報の利用停止

をするときは、その旨の決定をし、利

用停止請求者に対し、その旨を書面に

より通知しなければならない。

２　行政機関の長等は、利用停止請求に

係る保有個人情報の利用停止をしない

ときは、その旨の決定をし、利用停止

請求者に対し、その旨を書面により通

知しなければならない。

（利用停止決定等の期限）

第１０２条　前条各項の決定（以下この

節において「利用停止決定等」とい

う。）は、利用停止請求があった日か

ら３０日以内にしなければならない。

ただし、第９９条第３項の規定により

補正を求めた場合にあっては、当該補

正に要した日数は、当該期間に算入し

ない。

２　前項の規定にかかわらず、行政機関

の長等は、事務処理上の困難その他正

当な理由があるときは、同項に規定す

る期間を３０日以内に限り延長するこ
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とができる。この場合において、行政

機関の長等は、利用停止請求者に対し、

遅滞なく、延長後の期間及び延長の理

由を書面により通知しなければならな

い。

（利用停止決定等の期限の特例）

第１０３条　行政機関の長等は、利用停

止決定等に特に長期間を要すると認め

るときは、前条の規定にかかわらず、

相当の期間内に利用停止決定等をすれ

ば足りる。この場合において、行政機

関の長等は、同条第１項に規定する期

間内に、利用停止請求者に対し、次に

掲げる事項を書面により通知しなけれ

ばならない。

一　この条の規定を適用する旨及びそ

の理由

二　利用停止決定等をする期限

第４款　審査請求

（審理員による審理手続に関する規定

の適用除外等）

第１０４条　行政機関の長等（地方公共

団体の機関又は地方独立行政法人を除

く。次項及び次条において同じ。）に

対する開示決定等、訂正決定等、利用

停止決定等又は開示請求、訂正請求若

しくは利用停止請求に係る不作為に係

る審査請求については、行政不服審査

法（平成２６年法律第６８号）第９条、

第１７条、第２４条、第２章第３節及

び第４節並びに第５０条第２項の規定

は、適用しない。

２　行政機関の長等に対する開示決定等、

訂正決定等、利用停止決定等又は開示

請求、訂正請求若しくは利用停止請求

に係る不作為に係る審査請求について

の行政不服審査法第２章の規定の適用

については、同法第１１条第２項中

「第９条第１項の規定により指名され

た者（以下「審理員」という。）」とあ

るのは「第４条（個人情報の保護に関

する法律（平成１５年法律第５７号）

第１０７条第２項の規定に基づく政令

を含む。）の規定により審査請求がさ

れた行政庁（第１４条の規定により引

継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審

査庁」という。）」と、同法第１３条第

１項及び第２項中「審理員」とあるの

は「審査庁」と、同法第２５条第７項

中「あったとき、又は審理員から第

４０条に規定する執行停止をすべき旨

の意見書が提出されたとき」とあるの

は「あったとき」と、同法第４４条中

「行政不服審査会等」とあるのは「情

報公開・個人情報保護審査会（審査庁

が会計検査院長である場合にあっては、

別に法律で定める審査会。第５０条第

１項第４号において同じ。）」と、「受

けたとき（前条第１項の規定による諮

問を要しない場合（同項第２号又は第

３号に該当する場合を除く。）にあっ

ては審理員意見書が提出されたとき、

同項第２号又は第３号に該当する場合

にあっては同項第２号又は第３号に規

定する議を経たとき）」とあるのは

「受けたとき」と、同法第５０条第１

項第４号中「審理員意見書又は行政不

服審査会等若しくは審議会等」とある

のは「情報公開・個人情報保護審査

会」とする。

（審査会への諮問）

第１０５条　開示決定等、訂正決定等、

利用停止決定等又は開示請求、訂正請

求若しくは利用停止請求に係る不作為

について審査請求があったときは、当

該審査請求に対する裁決をすべき行政

機関の長等は、次の各号のいずれかに

該当する場合を除き、情報公開・個人

情報保護審査会（審査請求に対する裁

決をすべき行政機関の長等が会計検査

院長である場合にあっては、別に法律

で定める審査会）に諮問しなければな

らない。

一　審査請求が不適法であり、却下す
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る場合

二　裁決で、審査請求の全部を認容し、

当該審査請求に係る保有個人情報の

全部を開示することとする場合（当

該保有個人情報の開示について反対

意見書が提出されている場合を除

く。）

三　裁決で、審査請求の全部を認容し、

当該審査請求に係る保有個人情報の

訂正をすることとする場合

四　裁決で、審査請求の全部を認容し、

当該審査請求に係る保有個人情報の

利用停止をすることとする場合

２　前項の規定により諮問をした行政機

関の長等は、次に掲げる者に対し、諮

問をした旨を通知しなければならない。

一　審査請求人及び参加人（行政不服

審査法第１３条第４項に規定する参

加人をいう。以下この項及び第

１０７条第１項第２号において同

じ。）

二　開示請求者、訂正請求者又は利用

停止請求者（これらの者が審査請求

人又は参加人である場合を除く。）

三　当該審査請求に係る保有個人情報

の開示について反対意見書を提出し

た第三者（当該第三者が審査請求人

又は参加人である場合を除く。）

３　前２項の規定は、地方公共団体の機

関又は地方独立行政法人について準用

する。この場合において、第１項中

「情報公開・個人情報保護審査会（審

査請求に対する裁決をすべき行政機関

の長等が会計検査院長である場合に

あっては、別に法律で定める審査

会）」とあるのは、「行政不服審査法第

８１条第１項又は第２項の機関」と読

み替えるものとする。

（地方公共団体の機関等における審理

員による審理手続に関する規定の適用

除外等）

第１０６条　地方公共団体の機関又は地

方独立行政法人に対する開示決定等、

訂正決定等、利用停止決定等又は開示

請求、訂正請求若しくは利用停止請求

に係る不作為に係る審査請求について

は、行政不服審査法第９条第１項から

第３項まで、第１７条、第４０条、第

４２条、第２章第４節及び第５０条第

２項の規定は、適用しない。

２　地方公共団体の機関又は地方独立行

政法人に対する開示決定等、訂正決定

等、利用停止決定等又は開示請求、訂

正請求若しくは利用停止請求に係る不

作為に係る審査請求についての次の表

の上欄に掲げる行政不服審査法の規定

の適用については、これらの規定中同

表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同

表の下欄に掲げる字句とするほか、必

要な技術的読替えは、政令で定める。

〔次の表（略）〕

（第三者からの審査請求を棄却する場

合等における手続等）

第１０７条　第８６条第３項の規定は、

次の各号のいずれかに該当する裁決を

する場合について準用する。

一　開示決定に対する第三者からの審

査請求を却下し、又は棄却する裁決

二　審査請求に係る開示決定等（開示

請求に係る保有個人情報の全部を開

示する旨の決定を除く。）を変更し、

当該審査請求に係る保有個人情報を

開示する旨の裁決（第三者である参

加人が当該第三者に関する情報の開

示に反対の意思を表示している場合

に限る。）

２　開示決定等、訂正決定等、利用停止

決定等又は開示請求、訂正請求若しく

は利用停止請求に係る不作為について

の審査請求については、政令（地方公

共団体の機関又は地方独立行政法人に

あっては、条例）で定めるところによ

り、行政不服審査法第４条の規定の特

例を設けることができる。
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第５款　条例との関係

第１０８条　この節の規定は、地方公共

団体が、保有個人情報の開示、訂正及

び利用停止の手続並びに審査請求の手

続に関する事項について、この節の規

定に反しない限り、条例で必要な規定

を定めることを妨げるものではない。

第５節　行政機関等匿名加工情

報の提供等

（行政機関等匿名加工情報の作成及び

提供等）

第１０９条　行政機関の長等は、この節

の規定に従い、行政機関等匿名加工情

報（行政機関等匿名加工情報ファイル

を構成するものに限る。以下この節に

おいて同じ。）を作成することができ

る。

２　行政機関の長等は、次の各号のいず

れかに該当する場合を除き、行政機関

等匿名加工情報を提供してはならない。

一　法令に基づく場合（この節の規定

に従う場合を含む。）

二　保有個人情報を利用目的のために

第三者に提供することができる場合

において、当該保有個人情報を加工

して作成した行政機関等匿名加工情

報を当該第三者に提供するとき。

３　第６９条の規定にかかわらず、行政

機関の長等は、法令に基づく場合を除

き、利用目的以外の目的のために削除

情報（保有個人情報に該当するものに

限る。）を自ら利用し、又は提供して

はならない。

４　前項の「削除情報」とは、行政機関

等匿名加工情報の作成に用いた保有個

人情報から削除した記述等及び個人識

別符号をいう。

（提案の募集に関する事項の個人情報

ファイル簿への記載）

第１１０条　行政機関の長等は、当該行

政機関の長等の属する行政機関等が保

有している個人情報ファイルが第６０

条第３項各号のいずれにも該当すると

認めるときは、当該個人情報ファイル

については、個人情報ファイル簿に次

に掲げる事項を記載しなければならな

い。この場合における当該個人情報

ファイルについての第７５条第１項の

規定の適用については、同項中「第

１０号」とあるのは、「第１０号並び

に第１１０条各号」とする。

一　第１１２条第１項の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨

二　第１１２条第１項の提案を受ける

組織の名称及び所在地

（提案の募集）

第１１１条　行政機関の長等は、個人情

報保護委員会規則で定めるところによ

り、定期的に、当該行政機関の長等の

属する行政機関等が保有している個人

情報ファイル（個人情報ファイル簿に

前条第１号に掲げる事項の記載がある

ものに限る。以下この節において同

じ。）について、次条第１項の提案を

募集するものとする。

（行政機関等匿名加工情報をその用に

供して行う事業に関する提案）

第１１２条　前条の規定による募集に応

じて個人情報ファイルを構成する保有

個人情報を加工して作成する行政機関

等匿名加工情報をその事業の用に供し

ようとする者は、行政機関の長等に対

し、当該事業に関する提案をすること

ができる。

２　前項の提案は、個人情報保護委員会

規則で定めるところにより、次に掲げ

る事項を記載した書面を行政機関の長

等に提出してしなければならない。

一　提案をする者の氏名又は名称及び

住所又は居所並びに法人その他の団

体にあっては、その代表者の氏名

二　提案に係る個人情報ファイルの名

称

三　提案に係る行政機関等匿名加工情
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報の本人の数

四　前号に掲げるもののほか、提案に

係る行政機関等匿名加工情報の作成

に用いる第１１６条第１項の規定に

よる加工の方法を特定するに足りる

事項

五　提案に係る行政機関等匿名加工情

報の利用の目的及び方法その他当該

行政機関等匿名加工情報がその用に

供される事業の内容

六　提案に係る行政機関等匿名加工情

報を前号の事業の用に供しようとす

る期間

七　提案に係る行政機関等匿名加工情

報の漏えいの防止その他当該行政機

関等匿名加工情報の適切な管理のた

めに講ずる措置

八　前各号に掲げるもののほか、個人

情報保護委員会規則で定める事項

３　前項の書面には、次に掲げる書面そ

の他個人情報保護委員会規則で定める

書類を添付しなければならない。

一　第１項の提案をする者が次条各号

のいずれにも該当しないことを誓約

する書面

二　前項第５号の事業が新たな産業の

創出又は活力ある経済社会若しくは

豊かな国民生活の実現に資するもの

であることを明らかにする書面

（欠格事由）

第１１３条　次の各号のいずれかに該当

する者は、前条第１項の提案をするこ

とができない。

一　未成年者

二　心身の故障により前条第１項の提

案に係る行政機関等匿名加工情報を

その用に供して行う事業を適正に行

うことができない者として個人情報

保護委員会規則で定めるもの

三　破産手続開始の決定を受けて復権

を得ない者

四　禁錮以上の刑に処せられ、又はこ

の法律の規定により刑に処せられ、

その執行を終わり、又は執行を受け

ることがなくなった日から起算して

２年を経過しない者

五　第１２０条の規定により行政機関

等匿名加工情報の利用に関する契約

を解除され、その解除の日から起算

して２年を経過しない者

六　法人その他の団体であって、その

役員のうちに前各号のいずれかに該

当する者があるもの

（提案の審査等）

第１１４条　行政機関の長等は、第

１１２条第１項の提案があったときは、

当該提案が次に掲げる基準に適合する

かどうかを審査しなければならない。

一　第１１２条第１項の提案をした者

が前条各号のいずれにも該当しない

こと。

二　第１１２条第２項第３号の提案に

係る行政機関等匿名加工情報の本人

の数が、行政機関等匿名加工情報の

効果的な活用の観点からみて個人情

報保護委員会規則で定める数以上で

あり、かつ、提案に係る個人情報

ファイルを構成する保有個人情報の

本人の数以下であること。

三　第１１２条第２項第３号及び第４

号に掲げる事項により特定される加

工の方法が第１１６条第１項の基準

に適合するものであること。

四　第１１２条第２項第５号の事業が

新たな産業の創出又は活力ある経済

社会若しくは豊かな国民生活の実現

に資するものであること。

五　第１１２条第２項第６号の期間が

行政機関等匿名加工情報の効果的な

活用の観点からみて個人情報保護委

員会規則で定める期間を超えないも

のであること。

六　第１１２条第２項第５号の提案に

係る行政機関等匿名加工情報の利用
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の目的及び方法並びに同項第７号の

措置が当該行政機関等匿名加工情報

の本人の権利利益を保護するために

適切なものであること。

七　前各号に掲げるもののほか、個人

情報保護委員会規則で定める基準に

適合するものであること。

２　行政機関の長等は、前項の規定によ

り審査した結果、第１１２条第１項の

提案が前項各号に掲げる基準のいずれ

にも適合すると認めるときは、個人情

報保護委員会規則で定めるところによ

り、当該提案をした者に対し、次に掲

げる事項を通知するものとする。

一　次条の規定により行政機関の長等

との間で行政機関等匿名加工情報の

利用に関する契約を締結することが

できる旨

二　前号に掲げるもののほか、個人情

報保護委員会規則で定める事項

３　行政機関の長等は、第１項の規定に

より審査した結果、第１１２条第１項

の提案が第１項各号に掲げる基準のい

ずれかに適合しないと認めるときは、

個人情報保護委員会規則で定めるとこ

ろにより、当該提案をした者に対し、

理由を付して、その旨を通知するもの

とする。

（行政機関等匿名加工情報の利用に関

する契約の締結）

第１１５条　前条第２項の規定による通

知を受けた者は、個人情報保護委員会

規則で定めるところにより、行政機関

の長等との間で、行政機関等匿名加工

情報の利用に関する契約を締結するこ

とができる。

（行政機関等匿名加工情報の作成等）

第１１６条　行政機関の長等は、行政機

関等匿名加工情報を作成するときは、

特定の個人を識別することができない

ように及びその作成に用いる保有個人

情報を復元することができないように

するために必要なものとして個人情報

保護委員会規則で定める基準に従い、

当該保有個人情報を加工しなければな

らない。

２　前項の規定は、行政機関等から行政

機関等匿名加工情報の作成の委託（２

以上の段階にわたる委託を含む。）を

受けた者が受託した業務を行う場合に

ついて準用する。

（行政機関等匿名加工情報に関する事

項の個人情報ファイル簿への記載）

第１１７条　行政機関の長等は、行政機

関等匿名加工情報を作成したときは、

当該行政機関等匿名加工情報の作成に

用いた保有個人情報を含む個人情報

ファイルについては、個人情報ファイ

ル簿に次に掲げる事項を記載しなけれ

ばならない。この場合における当該個

人情報ファイルについての第１１０条

の規定により読み替えて適用する第

７５条第１項の規定の適用については、

同項中「並びに第１１０条各号」とあ

るのは、「、第１１０条各号並びに第

１１７条各号」とする。

一　行政機関等匿名加工情報の概要と

して個人情報保護委員会規則で定め

る事項

二　次条第１項の提案を受ける組織の

名称及び所在地

三　次条第１項の提案をすることがで

きる期間

（作成された行政機関等匿名加工情報

をその用に供して行う事業に関する提

案等）

第１１８条　前条の規定により個人情報

ファイル簿に同条第１号に掲げる事項

が記載された行政機関等匿名加工情報

をその事業の用に供しようとする者は、

行政機関の長等に対し、当該事業に関

する提案をすることができる。当該行

政機関等匿名加工情報について第

１１５条の規定により行政機関等匿名
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加工情報の利用に関する契約を締結し

た者が、当該行政機関等匿名加工情報

をその用に供する事業を変更しようと

するときも、同様とする。

２　第１１２条第２項及び第３項並びに

第１１３条から第１１５条までの規定

は、前項の提案について準用する。こ

の場合において、第１１２条第２項中

「次に」とあるのは「第１号及び第４

号から第８号までに」と、同項第４号

中「前号に掲げるもののほか、提案」

とあるのは「提案」と、「の作成に用

いる第１１６条第１項の規定による加

工の方法を特定する」とあるのは「を

特定する」と、同項第８号中「前各

号」とあるのは「第１号及び第４号か

ら前号まで」と、第１１４条第１項中

「次に」とあるのは「第１号及び第４

号から第７号までに」と、同項第７号

中「前各号」とあるのは「第１号及び

前３号」と、同条第２項中「前項各

号」とあるのは「前項第１号及び第４

号から第７号まで」と、同条第３項中

「第１項各号」とあるのは「第１項第

１号及び第４号から第７号まで」と読

み替えるものとする。

（手数料）

第１１９条　第１１５条の規定により行

政機関等匿名加工情報の利用に関する

契約を行政機関の長と締結する者は、

政令で定めるところにより、実費を勘

案して政令で定める額の手数料を納め

なければならない。

２　前条第２項において準用する第

１１５条の規定により行政機関等匿名

加工情報の利用に関する契約を行政機

関の長と締結する者は、政令で定める

ところにより、前項の政令で定める額

を参酌して政令で定める額の手数料を

納めなければならない。

３　第１１５条の規定により行政機関等

匿名加工情報の利用に関する契約を地

方公共団体の機関と締結する者は、条

例で定めるところにより、実費を勘案

して政令で定める額を標準として条例

で定める額の手数料を納めなければな

らない。

４　前条第２項において準用する第

１１５条の規定により行政機関等匿名

加工情報の利用に関する契約を地方公

共団体の機関と締結する者は、条例で

定めるところにより、前項の政令で定

める額を参酌して政令で定める額を標

準として条例で定める額の手数料を納

めなければならない。

５　第１１５条の規定（前条第２項にお

いて準用する場合を含む。第８項及び

次条において同じ。）により行政機関

等匿名加工情報の利用に関する契約を

独立行政法人等と締結する者は、独立

行政法人等の定めるところにより、利

用料を納めなければならない。

６　前項の利用料の額は、実費を勘案し

て合理的であると認められる範囲内に

おいて、独立行政法人等が定める。

７　独立行政法人等は、前２項の規定に

よる定めを一般の閲覧に供しなければ

ならない。

８　第１１５条の規定により行政機関等

匿名加工情報の利用に関する契約を地

方独立行政法人と締結する者は、地方

独立行政法人の定めるところにより、

手数料を納めなければならない。

９　前項の手数料の額は、実費を勘案し、

かつ、第３項又は第４項の条例で定め

る手数料の額を参酌して、地方独立行

政法人が定める。

１０　地方独立行政法人は、前２項の規

定による定めを一般の閲覧に供しなけ

ればならない。

（行政機関等匿名加工情報の利用に関

する契約の解除）

第１２０条　行政機関の長等は、第

１１５条の規定により行政機関等匿名
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加工情報の利用に関する契約を締結し

た者が次の各号のいずれかに該当する

ときは、当該契約を解除することがで

きる。

一　偽りその他不正の手段により当該

契約を締結したとき。

二　第１１３条各号（第１１８条第２

項において準用する場合を含む。）

のいずれかに該当することとなった

とき。

三　当該契約において定められた事項

について重大な違反があったとき。

（識別行為の禁止等）

第１２１条　行政機関の長等は、行政機

関等匿名加工情報を取り扱うに当たっ

ては、法令に基づく場合を除き、当該

行政機関等匿名加工情報の作成に用い

られた個人情報に係る本人を識別する

ために、当該行政機関等匿名加工情報

を他の情報と照合してはならない。

２　行政機関の長等は、行政機関等匿名

加工情報、第１０９条第４項に規定す

る削除情報及び第１１６条第１項の規

定により行った加工の方法に関する情

報（以下この条及び次条において「行

政機関等匿名加工情報等」という。）

の漏えいを防止するために必要なもの

として個人情報保護委員会規則で定め

る基準に従い、行政機関等匿名加工情

報等の適切な管理のために必要な措置

を講じなければならない。

３　前２項の規定は、行政機関等から行

政機関等匿名加工情報等の取扱いの委

託（２以上の段階にわたる委託を含

む。）を受けた者が受託した業務を行

う場合について準用する。

（従事者の義務）

第１２２条　行政機関等匿名加工情報等

の取扱いに従事する行政機関等の職員

若しくは職員であった者、前条第３項

の委託を受けた業務に従事している者

若しくは従事していた者又は行政機関

等において行政機関等匿名加工情報等

の取扱いに従事している派遣労働者若

しくは従事していた派遣労働者は、そ

の業務に関して知り得た行政機関等匿

名加工情報等の内容をみだりに他人に

知らせ、又は不当な目的に利用しては

ならない。

（匿名加工情報の取扱いに係る義務）

第１２３条　行政機関等は、匿名加工情

報（行政機関等匿名加工情報を除く。

以下この条において同じ。）を第三者

に提供するときは、法令に基づく場合

を除き、個人情報保護委員会規則で定

めるところにより、あらかじめ、第三

者に提供される匿名加工情報に含まれ

る個人に関する情報の項目及びその提

供の方法について公表するとともに、

当該第三者に対して、当該提供に係る

情報が匿名加工情報である旨を明示し

なければならない。

２　行政機関等は、匿名加工情報を取り

扱うに当たっては、法令に基づく場合

を除き、当該匿名加工情報の作成に用

いられた個人情報に係る本人を識別す

るために、当該個人情報から削除され

た記述等若しくは個人識別符号若しく

は第４３条第１項の規定により行われ

た加工の方法に関する情報を取得し、

又は当該匿名加工情報を他の情報と照

合してはならない。

３　行政機関等は、匿名加工情報の漏え

いを防止するために必要なものとして

個人情報保護委員会規則で定める基準

に従い、匿名加工情報の適切な管理の

ために必要な措置を講じなければなら

ない。

４　前２項の規定は、行政機関等から匿

名加工情報の取扱いの委託（２以上の

段階にわたる委託を含む。）を受けた

者が受託した業務を行う場合について

準用する。

第６節　雑則
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（適用除外等）

第１２４条　第４節の規定は、刑事事件

若しくは少年の保護事件に係る裁判、

検察官、検察事務官若しくは司法警察

職員が行う処分、刑若しくは保護処分

の執行、更生緊急保護又は恩赦に係る

保有個人情報（当該裁判、処分若しく

は執行を受けた者、更生緊急保護の申

出をした者又は恩赦の上申があった者

に係るものに限る。）については、適

用しない。

２　保有個人情報（行政機関情報公開法

第５条、独立行政法人等情報公開法第

５条又は情報公開条例に規定する不開

示情報を専ら記録する行政文書等に記

録されているものに限る。）のうち、

まだ分類その他の整理が行われていな

いもので、同一の利用目的に係るもの

が著しく大量にあるためその中から特

定の保有個人情報を検索することが著

しく困難であるものは、第４節（第４

款を除く。）の規定の適用については、

行政機関等に保有されていないものと

みなす。

（適用の特例）

第１２５条　第５８条第２項各号に掲げ

る者が行う当該各号に定める業務にお

ける個人情報、仮名加工情報又は個人

関連情報の取扱いについては、この章

（第１節、第６６条第２項（第４号及

び第５号（同項第４号に係る部分に限

る。）に係る部分に限る。）において準

用する同条第１項、第７５条、前２節、

前条第２項及び第１２７条を除く。）

の規定、第１７６条及び第１８０条の

規定（これらの規定のうち第６６条第

２項第４号及び第５号（同項第４号に

係る部分に限る。）に定める業務に係

る部分を除く。）並びに第１８１条の

規定は、適用しない。

２　第５８条第１項各号に掲げる者によ

る個人情報又は匿名加工情報の取扱い

については、同項第１号に掲げる者を

独立行政法人等と、同項第２号に掲げ

る者を地方独立行政法人と、それぞれ

みなして、第１節、第７５条、前２節、

前条第２項、第１２７条及び次章から

第８章まで（第１７６条、第１８０条

及び第１８１条を除く。）の規定を適

用する。

３　第５８条第１項各号及び第２項各号

に掲げる者（同項各号に定める業務を

行う場合に限る。）についての第９８

条の規定の適用については、同条第１

項第１号中「第６１条第２項の規定に

違反して保有されているとき、第６３

条の規定に違反して取り扱われている

とき、第６４条の規定に違反して取得

されたものであるとき、又は第６９条

第１項及び第２項の規定に違反して利

用されているとき」とあるのは「第

１８条若しくは第１９条の規定に違反

して取り扱われているとき、又は第

２０条の規定に違反して取得されたも

のであるとき」と、同項第２号中「第

６９条第１項及び第２項又は第７１条

第１項」とあるのは「第２７条第１項

又は第２８条」とする。

（権限又は事務の委任）

第１２６条　行政機関の長は、政令（内

閣の所轄の下に置かれる機関及び会計

検査院にあっては、当該機関の命令）

で定めるところにより、第２節から前

節まで（第７４条及び第４節第４款を

除く。）に定める権限又は事務を当該

行政機関の職員に委任することができ

る。

（開示請求等をしようとする者に対す

る情報の提供等）

第１２７条　行政機関の長等は、開示請

求、訂正請求若しくは利用停止請求又

は第１１２条第１項若しくは第１１８

条第１項の提案（以下この条において

「開示請求等」という。）をしようと
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する者がそれぞれ容易かつ的確に開示

請求等をすることができるよう、当該

行政機関の長等の属する行政機関等が

保有する保有個人情報の特定又は当該

提案に資する情報の提供その他開示請

求等をしようとする者の利便を考慮し

た適切な措置を講ずるものとする。

（行政機関等における個人情報等の取

扱いに関する苦情処理）

第１２８条　行政機関の長等は、行政機

関等における個人情報、仮名加工情報

又は匿名加工情報の取扱いに関する苦

情の適切かつ迅速な処理に努めなけれ

ばならない。

（地方公共団体に置く審議会等への諮

問）

第１２９条　地方公共団体の機関は、条

例で定めるところにより、第３章第３

節の施策を講ずる場合その他の場合に

おいて、個人情報の適正な取扱いを確

保するため専門的な知見に基づく意見

を聴くことが特に必要であると認める

ときは、審議会その他の合議制の機関

に諮問することができる。

健康保険法（抄）

大正１１年４月２２日法律第７０号

最近改正：令和３年６月１１日

法律第６６号

（療養の給付）

第６３条　被保険者の疾病又は負傷に関

しては、次に掲げる療養の給付を行う。

一　診察

二　薬剤又は治療材料の支給

三　処置、手術その他の治療

四　居宅における療養上の管理及びそ

の療養に伴う世話その他の看護

五　病院又は診療所への入院及びその

療養に伴う世話その他の看護

２　次に掲げる療養に係る給付は、前項

の給付に含まれないものとする。

一　食事の提供である療養であって前

項第５号に掲げる療養と併せて行う

もの（医療法（昭和２３年法律第

２０５号）第７条第２項第４号に規

定する療養病床（以下「療養病床」

という。）への入院及びその療養に

伴う世話その他の看護であって、当

該療養を受ける際、６５歳に達する

日の属する月の翌月以後である被保

険者（以下「特定長期入院被保険

者」という。）に係るものを除く。

以下「食事療養」という。）

二　次に掲げる療養であって前項第

５号に掲げる療養と併せて行うも

の（特定長期入院被保険者に係るも

のに限る。以下「生活療養」とい

う。）

イ　食事の提供である療養

ロ　温度、照明及び給水に関する適

切な療養環境の形成である療養

三　厚生労働大臣が定める高度の医療

技術を用いた療養その他の療養で

あって、前項の給付の対象とすべき

ものであるか否かについて、適正な

医療の効率的な提供を図る観点から

評価を行うことが必要な療養（次号

の患者申出療養を除く。）として厚

生労働大臣が定めるもの（以下「評

価療養」という。）

四　高度の医療技術を用いた療養で

あって、当該療養を受けようとする

者の申出に基づき、前項の給付の対

象とすべきものであるか否かについ

て、適正な医療の効率的な提供を図

る観点から評価を行うことが必要な

療養として厚生労働大臣が定める

もの（以下「患者申出療養」とい

う。）

五　被保険者の選定に係る特別の病室

の提供その他の厚生労働大臣が定

める療養（以下「選定療養」とい
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う。）

３　第１項の給付を受けようとする者は、

厚生労働省令で定めるところにより、

次に掲げる病院若しくは診療所又は薬

局のうち、自己の選定するものから、

電子資格確認その他厚生労働省令で定

める方法（以下「電子資格確認等」と

いう。）により、被保険者であること

の確認を受け、同項の給付を受けるも

のとする。

一　厚生労働大臣の指定を受けた病院

若しくは診療所（第６５条の規定に

より病床の全部又は一部を除いて指

定を受けたときは、その除外された

病床を除く。以下「保険医療機関」

という。）又は薬局（以下「保険薬

局」という。）

二　特定の保険者が管掌する被保険者

に対して診療又は調剤を行う病院若

しくは診療所又は薬局であって、当

該保険者が指定したもの

三　健康保険組合である保険者が開設

する病院若しくは診療所又は薬局

（療養の給付に関する費用）

第７６条　保険者は、療養の給付に関す

る費用を保険医療機関又は保険薬局に

支払うものとし、保険医療機関又は保

険薬局が療養の給付に関し保険者に請

求することができる費用の額は、療養

の給付に要する費用の額から、当該療

養の給付に関し被保険者が当該保険医

療機関又は保険薬局に対して支払わな

ければならない一部負担金に相当する

額を控除した額とする。

２　前項の療養の給付に要する費用の額

は、厚生労働大臣が定めるところによ

り、算定するものとする。

３～６　　略

（入院時食事療養費）

第８５条　被保険者（特定長期入院被保

険者を除く。）が、厚生労働省令で定

めるところにより、第６３条第３項各

号に掲げる病院又は診療所のうち自己

の選定するものから、電子資格確認等

により、被保険者であることの確認を

受け、同条第１項第５号に掲げる療養

の給付と併せて受けた食事療養に要し

た費用について、入院時食事療養費を

支給する。

２　入院時食事療養費の額は、当該食事

療養につき食事療養に要する平均的な

費用の額を勘案して厚生労働大臣が定

める基準により算定した費用の額（そ

の額が現に当該食事療養に要した費用

の額を超えるときは、当該現に食事療

養に要した費用の額）から、平均的な

家計における食費の状況及び特定介護

保険施設等（介護保険法第５１条の３

第１項に規定する特定介護保険施設等

をいう。）における食事の提供に要す

る平均的な費用の額を勘案して厚生労

働大臣が定める額（所得の状況その他

の事情をしん酌して厚生労働省令で定

める者については、別に定める額。以

下「食事療養標準負担額」という。）

を控除した額とする。

３　厚生労働大臣は、前項の基準を定め

ようとするときは、中央社会保険医療

協議会に諮問するものとする。

４　厚生労働大臣は、食事療養標準負担

額を定めた後に勘案又はしん酌すべき

事項に係る事情が著しく変動したとき

は、速やかにその額を改定しなければ

ならない。

５　被保険者（特定長期入院被保険者を

除く。以下この条において同じ。）が

第６３条第３項第１号又は第２号に掲

げる病院又は診療所から食事療養を受

けたときは、保険者は、その被保険者

が当該病院又は診療所に支払うべき食

事療養に要した費用について、入院時

食事療養費として被保険者に対し支給

すべき額の限度において、被保険者に

代わり、当該病院又は診療所に支払う
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ことができる。

６　前項の規定による支払があったとき

は、被保険者に対し入院時食事療養費

の支給があったものとみなす。

７　被保険者が第６３条第３項第３号に

掲げる病院又は診療所から食事療養を

受けた場合において、保険者がその被

保険者の支払うべき食事療養に要した

費用のうち入院時食事療養費として被

保険者に支給すべき額に相当する額の

支払を免除したときは、入院時食事療

養費の支給があったものとみなす。

８　第６３条第３項各号に掲げる病院又

は診療所は、食事療養に要した費用に

つき、その支払を受ける際、当該支払

をした被保険者に対し、厚生労働省令

で定めるところにより、領収証を交付

しなければならない。

９　第６４条、第７０条第１項、第７２

条第１項、第７３条、第７６条第３項

から第６項まで、第７８条及び前条第

１項の規定は、第６３条第３項各号に

掲げる病院又は診療所から受けた食事

療養及びこれに伴う入院時食事療養費

の支給について準用する。

（入院時生活療養費）

第８５条の２　特定長期入院被保険者が、

厚生労働省令で定めるところにより、

第６３条第３項各号に掲げる病院又は

診療所のうち自己の選定するものから、

電子資格確認等により、被保険者であ

ることの確認を受け、同条第１項第５

号に掲げる療養の給付と併せて受けた

生活療養に要した費用について、入院

時生活療養費を支給する。

２　入院時生活療養費の額は、当該生活

療養につき生活療養に要する平均的な

費用の額を勘案して厚生労働大臣が定

める基準により算定した費用の額（そ

の額が現に当該生活療養に要した費用

の額を超えるときは、当該現に生活療

養に要した費用の額）から、平均的な

家計における食費及び光熱水費の状況

並びに病院及び診療所における生活療

養に要する費用について介護保険法第

５１条の３第２項第１号に規定する食

費の基準費用額及び同項第２号に規定

する居住費の基準費用額に相当する費

用の額を勘案して厚生労働大臣が定め

る額（所得の状況、病状の程度、治療

の内容その他の事情をしん酌して厚生

労働省令で定める者については、別に

定める額。以下「生活療養標準負担

額」という。）を控除した額とする。

３　厚生労働大臣は、前項の基準を定め

ようとするときは、中央社会保険医療

協議会に諮問するものとする。

４　厚生労働大臣は、生活療養標準負担

額を定めた後に勘案又はしん酌すべき

事項に係る事情が著しく変動したとき

は、速やかにその額を改定しなければ

ならない。

５　第６４条、第７０条第１項、第７２

条第１項、第７３条、第７６条第３項

から第６項まで、第７８条、第８４条

第１項及び前条第５項から第８項まで

の規定は、第６３条第３項各号に掲げ

る病院又は診療所から受けた生活療養

及びこれに伴う入院時生活療養費の支

給について準用する。

（保険外併用療養費）

第８６条　被保険者が、厚生労働省令で

定めるところにより、保険医療機関等

のうち自己の選定するものから、電子

資格確認等により、被保険者であるこ

との確認を受け、評価療養、患者申出

療養又は選定療養を受けたときは、そ

の療養に要した費用について、保険外

併用療養費を支給する。

２　保険外併用療養費の額は、第１号に

掲げる額（当該療養に食事療養が含ま

れるときは当該額及び第２号に掲げる

額の合算額、当該療養に生活療養が含

まれるときは当該額及び第３号に掲げ
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る額の合算額）とする。

一　当該療養（食事療養及び生活療養

を除く。）につき第７６条第２項の

定めを勘案して厚生労働大臣が定め

るところにより算定した費用の額

（その額が現に当該療養に要した費

用の額を超えるときは、当該現に療

養に要した費用の額）から、その額

に第７４条第１項各号に掲げる場合

の区分に応じ、同項各号に定める割

合を乗じて得た額（療養の給付に係

る同項の一部負担金について第７５

条の２第１項各号の措置が採られる

べきときは、当該措置が採られたも

のとした場合の額）を控除した額

二　当該食事療養につき第８５条第２

項に規定する厚生労働大臣が定める

基準により算定した費用の額（その

額が現に当該食事療養に要した費用

の額を超えるときは、当該現に食事

療養に要した費用の額）から食事療

養標準負担額を控除した額

三　当該生活療養につき前条第２項に

規定する厚生労働大臣が定める基準

により算定した費用の額（その額が

現に当該生活療養に要した費用の額

を超えるときは、当該現に生活療養

に要した費用の額）から生活療養標

準負担額を控除した額

３　厚生労働大臣は、前項第１号の定め

をしようとするときは、中央社会保険

医療協議会に諮問するものとする。

４　第６４条、第７０条第１項、第７２

条第１項、第７３条、第７６条第３項

から第６項まで、第７７条、第７８条、

第８４条第１項及び第８５条第５項か

ら第８項までの規定は、保険医療機関

等から受けた評価療養、患者申出療養

及び選定療養並びにこれらに伴う保険

外併用療養費の支給について準用する。

５　第７５条の規定は、前項の規定によ

り準用する第８５条第５項の場合にお

いて第２項の規定により算定した費用

の額（その額が現に療養に要した費用

の額を超えるときは、当該現に療養に

要した費用の額）から当該療養に要し

た費用について保険外併用療養費とし

て支給される額に相当する額を控除し

た額の支払について準用する。

（療養費）

第８７条　保険者は、療養の給付若しく

は入院時食事療養費、入院時生活療養

費若しくは保険外併用療養費の支給

（以下この項において「療養の給付

等」という。）を行うことが困難であ

ると認めるとき、又は被保険者が保険

医療機関等以外の病院、診療所、薬局

その他の者から診療、薬剤の支給若し

くは手当を受けた場合において、保険

者がやむを得ないものと認めるときは、

療養の給付等に代えて、療養費を支給

することができる。

２、３　　略

（訪問看護療養費）

第８８条　被保険者が、厚生労働大臣が

指定する者（以下「指定訪問看護事業

者」という。）から当該指定に係る訪

問看護事業（疾病又は負傷により、居

宅において継続して療養を受ける状態

にある者（主治の医師がその治療の必

要の程度につき厚生労働省令で定める

基準に適合していると認めたものに限

る。）に対し、その者の居宅において

看護師その他厚生労働省令で定める者

が行う療養上の世話又は必要な診療の

補助（保険医療機関等又は介護保険法

第８条第２８項に規定する介護老人保

健施設若しくは同条第２９項に規定す

る介護医療院によるものを除く。以下

「訪問看護」という。）を行う事業を

いう。）を行う事業所により行われる

訪問看護（以下「指定訪問看護」とい

う。）を受けたときは、その指定訪問

看護に要した費用について、訪問看護
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療養費を支給する。

２　前項の訪問看護療養費は、厚生労働

省令で定めるところにより、保険者が

必要と認める場合に限り、支給するも

のとする。

３　指定訪問看護を受けようとする者は、

厚生労働省令で定めるところにより、

自己の選定する指定訪問看護事業者か

ら、電子資格確認等により、被保険者

であることの確認を受け、当該指定訪

問看護を受けるものとする。

４　訪問看護療養費の額は、当該指定訪

問看護につき指定訪問看護に要する平

均的な費用の額を勘案して厚生労働大

臣が定めるところにより算定した費用

の額から、その額に第７４条第１項各

号に掲げる場合の区分に応じ、同項各

号に定める割合を乗じて得た額（療養

の給付に係る同項の一部負担金につい

て第７５条の２第１項各号の措置が採

られるべきときは、当該措置が採られ

たものとした場合の額）を控除した額

とする。

５　厚生労働大臣は、前項の定めをしよ

うとするときは、中央社会保険医療協

議会に諮問するものとする。

６　被保険者が指定訪問看護事業者から

指定訪問看護を受けたときは、保険者

は、その被保険者が当該指定訪問看護

事業者に支払うべき当該指定訪問看護

に要した費用について、訪問看護療養

費として被保険者に対し支給すべき額

の限度において、被保険者に代わり、

当該指定訪問看護事業者に支払うこと

ができる。

７　前項の規定による支払があったとき

は、被保険者に対し訪問看護療養費の

支給があったものとみなす。

８　第７５条の規定は、第６項の場合に

おいて第４項の規定により算定した費

用の額から当該指定訪問看護に要した

費用について訪問看護療養費として支

給される額に相当する額を控除した額

の支払について準用する。

９　指定訪問看護事業者は、指定訪問看

護に要した費用につき、その支払を受

ける際、当該支払をした被保険者に対

し、厚生労働省令で定めるところによ

り、領収証を交付しなければならない。

１０　保険者は、指定訪問看護事業者か

ら訪問看護療養費の請求があったとき

は、第４項の定め及び第９２条第２項

に規定する指定訪問看護の事業の運営

に関する基準（指定訪問看護の取扱い

に関する部分に限る。）に照らして審

査の上、支払うものとする。

１１　保険者は、前項の規定による審査

及び支払に関する事務を基金又は国保

連合会に委託することができる。

１２　指定訪問看護は、第６３条第１項

各号に掲げる療養に含まれないものと

する。

１３　前各項に定めるもののほか、指定

訪問看護事業者の訪問看護療養費の請

求に関して必要な事項は、厚生労働省

令で定める。

（家族療養費）

第１１０条　被保険者の被扶養者が保険

医療機関等のうち自己の選定するもの

から療養を受けたときは、被保険者に

対し、その療養に要した費用について、

家族療養費を支給する。

２　家族療養費の額は、第１号に掲げる

額（当該療養に食事療養が含まれると

きは当該額及び第２号に掲げる額の合

算額、当該療養に生活療養が含まれる

ときは当該額及び第３号に掲げる額の

合算額）とする。

一　当該療養（食事療養及び生活療養

を除く。）につき算定した費用の額

（その額が現に当該療養に要した費

用の額を超えるときは、当該現に療

養に要した費用の額）に次のイから

ニまでに掲げる場合の区分に応じ、
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当該イからニまでに定める割合を乗

じて得た額

イ　被扶養者が６歳に達する日以後

の最初の３月３１日の翌日以後で

あって７０歳に達する日の属する

月以前である場合　１００分の

７０

ロ　被扶養者が６歳に達する日以後

の最初の３月３１日以前である場

合　１００分の８０

ハ　被扶養者（ニに規定する被扶養

者を除く。）が７０歳に達する日

の属する月の翌月以後である場合

　１００分の８０

ニ　第７４条第１項第３号に掲げる

場合に該当する被保険者その他政

令で定める被保険者の被扶養者が

７０歳に達する日の属する月の翌

月以後である場合　１００分の

７０

二　当該食事療養につき算定した費用

の額（その額が現に当該食事療養に

要した費用の額を超えるときは、当

該現に食事療養に要した費用の額）

から食事療養標準負担額を控除した

額

三　当該生活療養につき算定した費用

の額（その額が現に当該生活療養に

要した費用の額を超えるときは、当

該現に生活療養に要した費用の額）

から生活療養標準負担額を控除した

額

３～８　　略

（高額療養費）

第１１５条　療養の給付について支払わ

れた一部負担金の額又は療養（食事療

養及び生活療養を除く。次項において

同じ。）に要した費用の額からその療

養に要した費用につき保険外併用療養

費、療養費、訪問看護療養費、家族療

養費若しくは家族訪問看護療養費とし

て支給される額に相当する額を控除し

た額（次条第１項において「一部負担

金等の額」という。）が著しく高額で

あるときは、その療養の給付又はその

保険外併用療養費、療養費、訪問看護

療養費、家族療養費若しくは家族訪問

看護療養費の支給を受けた者に対し、

高額療養費を支給する。

２　高額療養費の支給要件、支給額その

他高額療養費の支給に関して必要な事

項は、療養に必要な費用の負担の家計

に与える影響及び療養に要した費用の

額を考慮して、政令で定める。

健康保険法施行令（抄）

大正１５年６月３０日勅令第２４３号

最近改正：令和５年２月１日

政令第２３号

（高額療養費算定基準額）

第４２条　第４１条第１項の高額療養費

算定基準額は、次の各号に掲げる者の

区分に応じ、当該各号に定める額とす

る。

一　次号から第５号までに掲げる者以

外の者　８万１００円と、第４１条

第１項第１号及び第２号に掲げる額

を合算した額に係る療養につき厚生

労働省令で定めるところにより算定

した当該療養に要した費用の額（そ

の額が２６万７０００円に満たない

ときは、２６万７０００円）から

２６万７０００円を控除した額に

１００分の１を乗じて得た額（この

額に１円未満の端数がある場合にお

いて、その端数金額が５０銭未満で

あるときは、これを切り捨て、その

端数金額が５０銭以上であるときは、

これを１円に切り上げた額）との合

算額。ただし、当該療養のあった月

以前の１２月以内に既に高額療養費

（同条第１項から第４項までの規定
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によるものに限る。）が支給されて

いる月数が３月以上ある場合（以下

この条及び次条第１項において「高

額療養費多数回該当の場合」とい

う。）にあっては、４万４４００円

とする。

二　療養のあった月の標準報酬月額が

８３万円以上の被保険者又はその被

扶養者　２５万２６００円と、第

４１条第１項第１号及び第２号に掲

げる額を合算した額に係る療養につ

き厚生労働省令で定めるところによ

り算定した当該療養に要した費用の

額（その額が８４万２０００円に満

たないときは、８４万２０００円）

から８４万２０００円を控除した額

に１００分の１を乗じて得た額（こ

の額に１円未満の端数がある場合に

おいて、その端数金額が５０銭未満

であるときは、これを切り捨て、そ

の端数金額が５０銭以上であるとき

は、これを１円に切り上げた額）と

の合算額。ただし、高額療養費多数

回該当の場合にあっては、１４万

１００円とする。

三　療養のあった月の標準報酬月額が

５３万円以上８３万円未満の被保険

者 又 は そ の 被扶養者　１６万

７４００円と、第４１条第１項第１

号及び第２号に掲げる額を合算した

額に係る療養につき厚生労働省令で

定めるところにより算定した当該療

養に要した費用の額（その額が５５

万８０００円に満たないときは、

５５万８０００円）から５５万

８０００円を控除した額に１００分

の１を乗じて得た額（この額に１円

未満の端数がある場合において、そ

の端数金額が５０銭未満であるとき

は、これを切り捨て、その端数金額

が５０銭以上であるときは、これを

１円に切り上げた額）との合算額。

ただし、高額療養費多数回該当の場

合にあっては、９万３０００円とす

る。

四　療養のあった月の標準報酬月額が

２８万円未満の被保険者又はその被

扶養者（次号に掲げる者を除く。）

　５万７６００円。ただし、高額療

養費多数回該当の場合にあっては、

４万４４００円とする。

五　市町村民税非課税者（療養のあっ

た月の属する年度（療養のあった月

が４月から７月までの場合にあって

は、前年度）分の地方税法（昭和

２５年法律第２２６号）の規定によ

る市町村民税（同法の規定による特

別区民税を含むものとし、同法第

３２８条の規定によって課する所得

割を除く。第４３条の３第１項第５

号において同じ。）が課されない者

（市町村（特別区を含む。同号にお

いて同じ。）の条例で定めるところ

により当該市町村民税を免除された

者を含むものとし、当該市町村民税

の賦課期日において同法の施行地に

住所を有しない者を除く。）をいう。

第３項第５号において同じ。）であ

る被保険者若しくはその被扶養者又

は療養のあった月において要保護者

（生活保護法第６条第２項に規定す

る要保護者をいう。第３項において

同じ。）である者であって厚生労働

省令で定めるものに該当する被保険

者若しくはその被扶養者（第２号及

び第３号に掲げる者を除く。）　３

万５４００円。ただし、高額療養費

多数回該当の場合にあっては、２万

４６００円とする。

２　第４１条第２項の高額療養費算定基

準額は、当該被扶養者に係る次の各号

に掲げる被保険者の区分に応じ、当該

各号に定める額とする。

一　次号から第５号までに掲げる被保
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険者以外の被保険者　４万５０円と、

第４１条第２項第１号及び第２号に

掲げる額を合算した額に係る療養に

つき厚生労働省令で定めるところに

より算定した当該療養に要した費用

の額（その額が１３万３５００円に

満たないときは、１３万３５００

円）から１３万３５００円を控除し

た額に１００分の１を乗じて得た額

（この額に１円未満の端数がある場

合において、その端数金額が５０銭

未満であるときは、これを切り捨て、

その端数金額が５０銭以上であると

きは、これを１円に切り上げた額）

との合算額。ただし、高額療養費多

数回該当の場合にあっては、２万

２２００円とする。

二　前項第２号に規定する被保険者　

１２万６３００円と、第４１条第２

項第１号及び第２号に掲げる額を合

算した額に係る療養につき厚生労働

省令で定めるところにより算定した

当該療養に要した費用の額（その額

が４２万１０００円に満たないとき

は、４２万１０００円）から４２万

１０００円を控除した額に１００分

の１を乗じて得た額（この額に１円

未満の端数がある場合において、そ

の端数金額が５０銭未満であるとき

は、これを切り捨て、その端数金額

が５０銭以上であるときは、これを

１円に切り上げた額）との合算額。

ただし、高額療養費多数回該当の場

合にあっては、７万５０円とする。

三　前項第３号に規定する被保険者　

８万３７００円と、第４１条第２項

第１号及び第２号に掲げる額を合算

した額に係る療養につき厚生労働省

令で定めるところにより算定した当

該療養に要した費用の額（その額が

２７万９０００円に満たないときは、

２７万９０００円）から２７万

９０００円を控除した額に１００分

の１を乗じて得た額（この額に１円

未満の端数がある場合において、そ

の端数金額が５０銭未満であるとき

は、これを切り捨て、その端数金額

が５０銭以上であるときは、これを

１円に切り上げた額）との合算額。

ただし、高額療養費多数回該当の場

合にあっては、４万６５００円とす

る。

四　前項第４号に規定する被保険者　

２万８８００円。ただし、高額療養

費多数回該当の場合にあっては、２

万２２００円とする。

五　前項第５号に規定する被保険者　

１万７７００円。ただし、高額療養

費多数回該当の場合にあっては、１

万２３００円とする。

３　第４１条第３項の高額療養費算定基

準額は、次の各号に掲げる者の区分に

応じ、当該各号に定める額とする。

一　次号から第６号までに掲げる者以

外の者　５万７６００円。ただし、

高額療養費多数回該当の場合にあっ

ては、４万４４００円とする。

二　法第７４条第１項第３号の規定が

適用される者であって療養のあった

月の標準報酬月額が８３万円以上の

被保険者又はその被扶養者　２５万

２６００円と、第４１条第３項第１

号及び第２号に掲げる額を合算した

額に係る療養につき厚生労働省令で

定めるところにより算定した当該療

養に要した費用の額（その額が８４

万２０００円に満たないときは、

８４万２０００円）から８４万

２０００円を控除した額に１００分

の１を乗じて得た額（この額に１円

未満の端数がある場合において、そ

の端数金額が５０銭未満であるとき

は、これを切り捨て、その端数金額

が５０銭以上であるときは、これを
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１円に切り上げた額）との合算額。

ただし、高額療養費多数回該当の場

合にあっては、１４万１００円とす

る。

三　法第７４条第１項第３号の規定が

適用される者であって療養のあった

月の標準報酬月額が５３万円以上

８３万円未満の被保険者又はその被

扶養者　１６万７４００円と、第

４１条第３項第１号及び第２号に掲

げる額を合算した額に係る療養につ

き厚生労働省令で定めるところによ

り算定した当該療養に要した費用の

額（その額が５５万８０００円に満

たないときは、５５万８０００円）

から５５万８０００円を控除した額

に１００分の１を乗じて得た額（こ

の額に１円未満の端数がある場合に

おいて、その端数金額が５０銭未満

であるときは、これを切り捨て、そ

の端数金額が５０銭以上であるとき

は、これを１円に切り上げた額）と

の合算額。ただし、高額療養費多数

回該当の場合にあっては、９万

３０００円とする。

四　法第７４条第１項第３号の規定が

適用される者であって療養のあった

月の標準報酬月額が５３万円未満の

被保険者又はその被扶養者　８万

１００円と、第４１条第３項第１号

及び第２号に掲げる額を合算した額

に係る療養につき厚生労働省令で定

めるところにより算定した当該療養

に要した費用の額（その額が２６万

７０００円に満たないときは、２６

万７０００円）から２６万７０００

円を控除した額に１００分の１を乗

じて得た額（この額に１円未満の端

数がある場合において、その端数金

額が５０銭未満であるときは、これ

を切り捨て、その端数金額が５０銭

以上であるときは、これを１円に切

り上げた額）との合算額。ただし、

高額療養費多数回該当の場合にあっ

ては、４万４４００円とする。

五　市町村民税非課税者である被保険

者若しくはその被扶養者又は療養の

あった月において要保護者である者

であって厚生労働省令で定めるもの

に該当する被保険者若しくはその被

扶養者（前３号又は次号に掲げる者

を除く。）　２万４６００円

六　被保険者及びその被扶養者の全て

が療養のあった月の属する年度（療

養のあった月が４月から７月までの

場合にあっては、前年度）分の地方

税法の規定による市町村民税（同法

の規定による特別区民税を含む。第

４３条の３第２項第６号において同

じ。）に係る同法第３１３条第１項

に規定する総所得金額及び山林所得

金額に係る所得税法（昭和４０年法

律第３３号）第２条第１項第２２号

に規定する各種所得の金額（同法第

３５条第２項に規定する公的年金等

の支給を受ける者については、同条

第４項中「次の各号に掲げる場合の

区分に応じ当該各号に定める金額」

とあるのは「８０万円」として同項

の規定を適用して算定した総所得金

額とし、総所得金額に同法第２８条

第１項に規定する給与所得が含まれ

ている場合においては、当該給与所

得については、同条第２項の規定に

よって計算した金額から１０万円を

控除して得た金額（当該金額が零を

下回る場合には、零とする。）によ

るものとする。第４３条の３第２項

第６号において同じ。）並びに他の

所得と区分して計算される所得の金

額（地方税法附則第３３条の２第５

項に規定する上場株式等に係る配当

所得等の金額（同法附則第３５条の

２の６第１１項又は第１５項の規定
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の適用がある場合には、その適用後

の金額）、同法附則第３３条の３第

５項に規定する土地等に係る事業所

得等の金額、同法附則第３４条第４

項に規定する長期譲渡所得の金額

（租税特別措置法（昭和３２年法律

第２６号）第３３条の４第１項若し

くは第２項、第３４条第１項、第

３４条の２第１項、第３４条の３第

１項、第３５条第１項、第３５条の

２第１項、第３５条の３第１項又は

第３６条の規定の適用がある場合に

は、これらの規定の適用により同法

第３１条第１項に規定する長期譲渡

所得の金額から控除する金額を控除

した金額）、地方税法附則第３５条

第５項に規定する短期譲渡所得の金

額（租税特別措置法第３３条の４第

１項若しくは第２項、第３４条第１

項、第３４条の２第１項、第３４条

の３第１項、第３５条第１項又は第

３６条の規定の適用がある場合には、

これらの規定の適用により同法第

３２条第１項に規定する短期譲渡所

得の金額から控除する金額を控除し

た金額）、地方税法附則第３５条の

２第５項に規定する一般株式等に係

る譲渡所得等の金額（同法附則第

３５条の３第１５項の規定の適用が

ある場合には、その適用後の金額）、

同法附則第３５条の２の２第５項に

規定する上場株式等に係る譲渡所得

等の金額（同法附則第３５条の２の

６第１５項又は第３５条の３第１３

項若しくは第１５項の規定の適用が

ある場合には、その適用後の金額）、

同法附則第３５条の４第４項に規定

する先物取引に係る雑所得等の金額

（同法附則第３５条の４の２第７項

の規定の適用がある場合には、その

適用後の金額）、外国居住者等の所

得に対する相互主義による所得税等

の非課税等に関する法律（昭和３７

年法律第１４４号）第８条第２項

（同法第１２条第５項及び第１６条

第２項において準用する場合を含

む。）に規定する特例適用利子等の

額、同法第８条第４項（同法第１２

条第６項及び第１６条第３項におい

て準用する場合を含む。）に規定す

る特例適用配当等の額、租税条約等

の実施に伴う所得税法、法人税法及

び地方税法の特例等に関する法律

（昭和４４年法律第４６号）第３条

の２の２第１０項に規定する条約適

用利子等の額及び同条第１２項に規

定する条約適用配当等の額をいう。

第４３条の３第２項第６号において

同じ。）がない被保険者若しくはそ

の被扶養者又は療養のあった月にお

いて要保護者である者であって厚生

労働省令で定めるものに該当する被

保険者若しくはその被扶養者（第２

号から第４号までに掲げる者を除

く。）　１万５０００円

４　第４１条第４項の高額療養費算定基

準額は、次の各号に掲げる者の区分に

応じ、当該各号に定める額とする。

一　前項第１号に掲げる者 ２万

８８００円。ただし、高額療養費多

数回該当の場合にあっては、２万

２２００円とする。

二　前項第２号に掲げる者　１２万

６３００円と、第４１条第４項に規

定する合算した額に係る療養につき

厚生労働省令で定めるところにより

算定した当該療養に要した費用の額

（その額が４２万１０００円に満た

ないときは、４２万１０００円）か

ら４２万１０００円を控除した額に

１００分の１を乗じて得た額（この

額に１円未満の端数がある場合にお

いて、その端数金額が５０銭未満で

あるときは、これを切り捨て、その
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端数金額が５０銭以上であるときは、

これを１円に切り上げた額）との合

算額。ただし、高額療養費多数回該

当の場合にあっては、７万５０円と

する。

三　前項第３号に掲げる者　８万

３７００円と、第４１条第４項に規

定する合算した額に係る療養につき

厚生労働省令で定めるところにより

算定した当該療養に要した費用の額

（その額が２７万９０００円に満た

ないときは、２７万９０００円）か

ら２７万９０００円を控除した額に

１００分の１を乗じて得た額（この

額に１円未満の端数がある場合にお

いて、その端数金額が５０銭未満で

あるときは、これを切り捨て、その

端数金額が５０銭以上であるときは、

これを１円に切り上げた額）との合

算額。ただし、高額療養費多数回該

当の場合にあっては、４万６５００

円とする。

四　前項第４号に掲げる者　４万５０

円と、第４１条第４項に規定する合

算した額に係る療養につき厚生労働

省令で定めるところにより算定した

当該療養に要した費用の額（その額

が１３万３５００円に満たないとき

は、１３万３５００円）から１３万

３５００円を控除した額に１００分

の１を乗じて得た額（この額に１円

未満の端数がある場合において、そ

の端数金額が５０銭未満であるとき

は、これを切り捨て、その端数金額

が５０銭以上であるときは、これを

１円に切り上げた額）との合算額。

ただし、高額療養費多数回該当の場

合にあっては、２万２２００円とす

る。

五　前項第５号に掲げる者 １万

２３００円

六　前項第６号に掲げる者　７５００

円

５　第４１条第５項の高額療養費算定基

準額は、次の各号に掲げる者の区分に

応じ、当該各号に定める額（同条第４

項各号に掲げる療養（以下この条及び

第４３条の２第１項第１号において

「７５歳到達時特例対象療養」とい

う。）に係るものにあっては、当該各

号に定める額に２分の１を乗じて得た

額）とする。

一　第３項第１号に掲げる者 １万

８０００円

二　第３項第５号又は第６号に掲げる

者　８０００円

６　第４１条第６項の高額療養費算定基

準額は、次の各号に掲げる場合の区分

に応じ、当該各号に定める額とする。

一　次号又は第３号に掲げる場合以外

の場合　８万１００円（７５歳到達

時特例対象療養に係るものにあって

は、４万５０円）と、第４１条第１

項第１号イからヘまでに掲げる額に

係る同条第６項に規定する特定給付

対象療養につき厚生労働省令で定め

るところにより算定した当該特定給

付対象療養に要した費用の額（その

額が２６万７０００円（７５歳到達

時特例対象療養に係るものにあって

は、１３万３５００円。以下この号

において同じ。）に満たないときは、

２６万７０００円）から２６万

７０００円を控除した額に１００分

の１を乗じて得た額（この額に１円

未満の端数がある場合において、そ

の端数金額が５０銭未満であるとき

は、これを切り捨て、その端数金額

が５０銭以上であるときは、これを

１円に切り上げた額）との合算額

二　７０歳に達する日の属する月の翌

月以後の前号の特定給付対象療養で

あって、入院療養（法第６３条第１

項第５号に掲げる療養（当該療養に
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伴う同項第１号から第３号までに掲

げる療養を含む。）をいう。次項及

び第８項第２号において同じ。）で

ある場合　５万７６００円（７５歳

到達時特例対象療養に係るものに

あっては、２万８８００円）

三　７０歳に達する日の属する月の翌

月以後の第１号の特定給付対象療養

であって、外来療養である場合　１

万８０００円（７５歳到達時特例対

象療養に係るものにあっては、

９０００円）

７　第４１条第７項の高額療養費算定基

準額は、次の各号に掲げる場合の区分

に応じ、当該各号に定める額とする。

一　次号又は第３号に掲げる場合以外

の場合　次のイからホまでに掲げる

者の区分に応じ、それぞれイからホ

までに定める額

イ　第１項第１号に掲げる者　８万

１００円（７５歳到達時特例対象

療養に係るものにあっては、４万

５０円）と、第４１条第１項第１

号イからヘまでに掲げる額に係る

特定疾病給付対象療養につき厚生

労働省令で定めるところにより算

定した当該特定疾病給付対象療養

に要した費用の額（その額が２６

万７０００円（７５歳到達時特例

対象療養に係るものにあっては、

１３万３５００円。以下このイに

おいて同じ。）に満たないときは、

２６万７０００円）から２６万

７０００円を控除した額に１００

分の１を乗じて得た額（この額に

１円未満の端数がある場合におい

て、その端数金額が５０銭未満で

あるときは、これを切り捨て、そ

の端数金額が５０銭以上であると

きは、これを１円に切り上げた

額）との合算額。ただし、当該特

定疾病給付対象療養（入院療養に

限る。）のあった月以前の１２月

以内に既に高額療養費（当該特定

疾病給付対象療養（入院療養に限

る。）を受けた被保険者又はその

被扶養者がそれぞれ同一の病院又

は診療所から受けた入院療養に係

るものであって、同条第７項の規

定によるものに限る。）が支給さ

れている月数が３月以上ある場合

（以下この項において「特定疾病

給付対象療養高額療養費多数回該

当の場合」という。）にあっては、

４万４４００円（７５歳到達時特

例対象療養に係るものにあっては、

２万２２００円）とする。

ロ　第１項第２号に掲げる者　２５

万２６００円（７５歳到達時特例

対象療養に係るものにあっては、

１２万６３００円）と、第４１条

第１項第１号イからヘまでに掲げ

る額に係る特定疾病給付対象療養

につき厚生労働省令で定めるとこ

ろにより算定した当該特定疾病給

付対象療養に要した費用の額（そ

の額が８４万２０００円（７５歳

到達時特例対象療養に係るものに

あっては、４２万１０００円。以

下このロにおいて同じ。）に満た

ないときは、８４万２０００円）

から８４万２０００円を控除した

額に１００分の１を乗じて得た額

（この額に１円未満の端数がある

場合において、その端数金額が

５０銭未満であるときは、これを

切り捨て、その端数金額が５０銭

以上であるときは、これを１円に

切り上げた額）との合算額。ただ

し、特定疾病給付対象療養高額療

養費多数回該当の場合にあっては、

１４万１００円（７５歳到達時特

例対象療養に係るものにあっては、

７万５０円）とする。
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ハ　第１項第３号に掲げる者　１６

万７４００円（７５歳到達時特例

対象療養に係るものにあっては、

８万３７００円）と、第４１条第

１項第１号イからヘまでに掲げる

額に係る特定疾病給付対象療養に

つき厚生労働省令で定めるところ

により算定した当該特定疾病給付

対象療養に要した費用の額（その

額が５５万８０００円（７５歳到

達時特例対象療養に係るものに

あっては、２７万９０００円。以

下このハにおいて同じ。）に満た

ないときは、５５万８０００円）

から５５万８０００円を控除した

額に１００分の１を乗じて得た額

（この額に１円未満の端数がある

場合において、その端数金額が

５０銭未満であるときは、これを

切り捨て、その端数金額が５０銭

以上であるときは、これを１円に

切り上げた額）との合算額。ただ

し、特定疾病給付対象療養高額療

養費多数回該当の場合にあっては、

９万３０００円（７５歳到達時特

例対象療養に係るものにあっては、

４万６５００円）とする。

ニ　第１項第４号に掲げる者　５万

７６００円（７５歳到達時特例対

象療養に係るものにあっては、２

万８８００円）。ただし、特定疾

病給付対象療養高額療養費多数回

該当の場合にあっては、４万

４４００円（７５歳到達時特例対

象療養に係るものにあっては、２

万２２００円）とする。

ホ　第１項第５号に掲げる者　３万

５４００円（７５歳到達時特例対

象療養に係るものにあっては、１

万７７００円）。ただし、特定疾

病給付対象療養高額療養費多数回

該当の場合にあっては、２万

４６００円（７５歳到達時特例対

象療養に係るものにあっては、１

万２３００円）とする。

二　７０歳に達する日の属する月の翌

月以後の特定疾病給付対象療養で

あって、入院療養である場合　次の

イからヘまでに掲げる者の区分に応

じ、それぞれイからヘまでに定める

額

イ　第３項第１号に掲げる者　５万

７６００円（７５歳到達時特例対

象療養に係るものにあっては、２

万８８００円）。ただし、特定疾

病給付対象療養高額療養費多数回

該当の場合にあっては、４万

４４００円（７５歳到達時特例対

象療養に係るものにあっては、２

万２２００円）とする。

ロ　第３項第２号に掲げる者　２５

万２６００（７５歳到達時特例対

象療養に係るものにあっては、

１２万６３００円）と、第４１条

第１項第１号イからヘまでに掲げ

る額に係る特定疾病給付対象療養

につき厚生労働省令で定めるとこ

ろにより算定した当該特定疾病給

付対象療養に要した費用の額（そ

の額が８４万２０００円（７５歳

到達時特例対象療養に係るものに

あっては、４２万１０００円。以

下このロにおいて同じ。）に満た

ないときは、８４万２０００円）

から８４万２０００円を控除した

額に１００分の１を乗じて得た額

（この額に１円未満の端数がある

場合において、その端数金額が

５０銭未満であるときは、これを

切り捨て、その端数金額が５０銭

以上であるときは、これを１円に

切り上げた額）との合算額。ただ

し、特定疾病給付対象療養高額療

養費多数回該当の場合にあっては、
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１４万１００円（７５歳到達時特

例対象療養に係るものにあっては、

７万５０円）とする。

ハ　第３項第３号に掲げる者　１６

万７４００円（７５歳到達時特例

対象療養に係るものにあっては、

８万３７００円）と、第４１条第

１項第１号イからヘまでに掲げる

額に係る特定疾病給付対象療養に

つき厚生労働省令で定めるところ

により算定した当該特定疾病給付

対象療養に要した費用の額（その

額が５５万８０００円（７５歳到

達時特例対象療養に係るものに

あっては、２７万９０００円。以

下このハにおいて同じ。）に満た

ないときは、５５万８０００円）

から５５万８０００円を控除した

額に１００分の１を乗じて得た額

（この額に１円未満の端数がある

場合において、その端数金額が

５０銭未満であるときは、これを

切り捨て、その端数金額が５０銭

以上であるときは、これを１円に

切り上げた額）との合算額。ただ

し、特定疾病給付対象療養高額療

養費多数回該当の場合にあっては、

９万３０００円（７５歳到達時特

例対象療養に係るものにあっては、

４万６５００円）とする。

ニ　第３項第４号に掲げる者　８万

１００円（７５歳到達時特例対象

療養に係るものにあっては、４万

５０円）と、第４１条第１項第１

号イからヘまでに掲げる額に係る

特定疾病給付対象療養につき厚生

労働省令で定めるところにより算

定した当該特定疾病給付対象療養

に要した費用の額（その額が２６

万７０００円（７５歳到達時特例

対象療養に係るものにあっては、

１３万３５００円。以下このニに

おいて同じ。）に満たないときは、

２６万７０００円）から２６万

７０００円を控除した額に１００

分の１を乗じて得た額（この額に

１円未満の端数がある場合におい

て、その端数金額が５０銭未満で

あるときは、これを切り捨て、そ

の端数金額が５０銭以上であると

きは、これを１円に切り上げた

額）との合算額。ただし、特定疾

病給付対象療養高額療養費多数回

該当の場合にあっては、４万

４４００円（７５歳到達時特例対

象療養に係るものにあっては、２

万２２００円）とする。

ホ　第３項第５号に掲げる者　２万

４６００円（７５歳到達時特例対

象療養に係るものにあっては、１

万２３００円）

ヘ　第３項第６号に掲げる者　１万

５０００円（７５歳到達時特例対

象療養に係るものにあっては、

７５００円）

三　７０歳に達する日の属する月の翌

月以後の特定疾病給付対象療養で

あって、外来療養である場合　次の

イ又はロに掲げる者の区分に応じ、

それぞれイ又はロに定める額（７５

歳到達時特例対象療養に係るものに

あっては、それぞれイ又はロに定め

る額に２分の１を乗じて得た額）

イ　第３項第１号に掲げる者　１万

８０００円

ロ　第３項第５号又は第６号に掲げ

る者　８０００円

８　第４１条第８項の高額療養費算定基

準額は、次の各号に掲げる場合の区分

に応じ、当該各号に定める額（７５歳

到達時特例対象療養に係るものにあっ

ては、当該各号に定める額に２分の１

を乗じて得た額）とする。

一　次号又は第３号に掲げる場合以外
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の場合　３万５４００円

二　７０歳に達する日の属する月の翌

月以後の第４１条第８項に規定する

療養であって、入院療養である場

合　１万５０００円

三　７０歳に達する日の属する月の翌

月以後の第４１条第８項に規定する

療養であって、外来療養である場

合　８０００円

９　第４１条第９項の高額療養費算定基

準額は、次の各号に掲げる者の区分に

応じ、当該各号に定める額（７５歳到

達時特例対象療養に係るものにあって

は、当該各号に定める額に２分の１を

乗じて得た額）とする。

一　次号に掲げる者以外の者　１万円

二　第１項第２号又は第３号に掲げる

者（７０歳に達する日の属する月の

翌月以後に第４１条第９項に規定す

る療養を受けた者及び同項に規定す

る療養のうち国が費用を負担すべき

療養に係る疾病として厚生労働大臣

が定めるものに係る療養を受けた者

を除く。）　２万円

１０　前条第１項（同条第２項から第４

項までにおいて準用する場合を含む。）、

第５項（同条第６項において準用する

場合を含む。）及び第７項の高額療養

費算定基準額は、それぞれ１４万

４０００円とする。

国立大学法人法（抄）

平成１５年７月１６日法律第１１２号

最近改正：令和４年１２月９日

法律第９４号

（定義）

第２条　この法律において「国立大学法

人」とは、国立大学を設置することを

目的として、この法律の定めるところ

により設立される法人をいう。

２～７　　略

学校給食法（抄）

昭和２９年６月３日法律第１６０号

最近改正：平成２７年６月２４日

法律第４６号

（定義）

第３条　この法律で「学校給食」とは、

前条各号に掲げる目標を達成するため

に、義務教育諸学校において、その児

童又は生徒に対し実施される給食をい

う。

２　この法律で「義務教育諸学校」とは、

学校教育法（昭和２２年法律第２６

号）に規定する小学校、中学校、義務

教育学校、中等教育学校の前期課程又

は特別支援学校の小学部若しくは中学

部をいう。

夜間課程を置く高等学校におけ

る学校給食に関する法律（抄）

昭和３１年６月２０日法律第１５７号

最近改正：平成２０年６月１８日

法律第７３号

（定義）

第２条　この法律で「夜間学校給食」と

は、夜間において授業を行う課程（以

下「夜間課程」という。）を置く高等

学校において、授業日の夕食時に、当

該夜間課程において行う教育を受ける

生徒に対し実施される給食をいう。
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特別支援学校の幼稚部及び高等

部における学校給食に関する法

律（抄）

昭和３２年５月２０日法律第１１８号

最近改正：平成２０年６月１８日

法律第７３号

（定義）

第２条　この法律で「学校給食」とは、

特別支援学校の幼稚部又は高等部にお

いて、その幼児又は生徒に対して実施

される給食をいう。

食品衛生法（抄）

昭和２２年１２月２４日法律第２３３号

最近改正：平成３０年６月１５日

法律第５３号

第６３条　食中毒患者等を診断し、又は

その死体を検案した医師は、直ちに最

寄りの保健所長にその旨を届け出なけ

ればならない。

　保健所長は、前項の届出を受けたと

きその他食中毒患者等が発生している

と認めるときは、速やかに都道府県知

事等に報告するとともに、政令で定め

るところにより、調査しなければなら

ない。

　都道府県知事等は、前項の規定によ

り保健所長より報告を受けた場合であ

つて、食中毒患者等が厚生労働省令で

定める数以上発生し、又は発生するお

それがあると認めるときその他厚生労

働省令で定めるときは、直ちに、厚生

労働大臣に報告しなければならない。

　保健所長は、第２項の規定による調

査を行つたときは、政令で定めるとこ

ろにより、都道府県知事等に報告しな

ければならない。

　都道府県知事等は、前項の規定によ

る報告を受けたときは、政令で定める

ところにより、厚生労働大臣に報告し

なければならない。

食品衛生法施行規則（抄）

昭和２３年７月１３日厚生省令第２３号

最近改正：令和５年７月２６日

厚生労働省令第９９号

第７２条　法第６３条第１項（法第６８

条第１項において準用する場合を含む。

以下同じ。）の規定による医師の届出

は、次の事項につき、文書、電話又は

口頭により２４時間以内に行われなけ

ればならない。

一　医師の住所及び氏名

二　中毒患者若しくはその疑いのある

者又は死者（以下「患者等」とい

う。）の所在地、氏名及び年令

三　食中毒（食品、添加物、器具、容

器包装又は第７８条各号に掲げるお

もちや（次条及び第７４条第１項第

３号において「食品等」という。）

に起因した中毒をいう。以下同

じ。）の原因

四　発病年月日及び時刻

五　診断又は検案年月日及び時刻

道路法（抄）

昭和２７年６月１０日法律第１８０号

最近改正：令和３年３月３１日

法律第９号

（用語の定義）

第２条　この法律において「道路」とは、

一般交通の用に供する道で次条各号に

掲げるものをいい、トンネル、橋、渡

船施設、道路用エレベーター等道路と

一体となつてその効用を全うする施設

　参考法令等

― 455 ―

Ⅳ
　

参
考
法
令
等



又は工作物及び道路の附属物で当該道

路に附属して設けられているものを含

むものとする。

２　この法律において「道路の附属物」

とは、道路の構造の保全、安全かつ円

滑な道路の交通の確保その他道路の管

理上必要な施設又は工作物で、次に掲

げるものをいう。

一　道路上の柵又は駒止め

二　道路上の並木又は街灯で第１８条

第１項に規定する道路管理者の設け

るもの

三　道路標識、道路元標又は里程標

四　道路情報管理施設（道路上の道路

情報提供装置、車両監視装置、気象

観測装置、緊急連絡施設その他これ

らに類するものをいう。）

五　自動運行補助施設（電子的方法、

磁気的方法その他人の知覚によつて

認識することができない方法により

道路運送車両法（昭和２６年法律第

１８５号）第４１条第１項第２０号

に掲げる自動運行装置を備えている

自動車の自動的な運行を補助するた

めの施設その他これに類するものを

いう。以下同じ。）で道路上に又は

道路の路面下に第１８条第１項に規

定する道路管理者が設けるもの

六　道路に接する道路の維持又は修繕

に用いる機械、器具又は材料の常置

場

七　自動車駐車場又は自転車駐車場で

道路上に、又は道路に接して第１８

条第１項に規定する道路管理者が設

けるもの

八　特定車両停留施設（旅客の乗降又

は貨物の積卸しによる道路における

交通の混雑を緩和することを目的と

して、専ら道路運送法（昭和２６年

法律第１８３号）による一般乗合旅

客自動車運送事業若しくは一般乗用

旅客自動車運送事業又は貨物自動車

運送事業法（平成元年法律第８３

号）による一般貨物自動車運送事業

の用に供する自動車その他の国土交

通省令で定める車両（以下「特定車

両」という。）を同時に２両以上停

留させる施設で道路に接して第１８

条第１項に規定する道路管理者が設

けるものをいう。以下同じ。）

九　共同溝の整備等に関する特別措置

法（昭和３８年法律第８１号）第３

条第１項の規定による共同溝整備道

路又は電線共同溝の整備等に関する

特別措置法（平成７年法律第３９

号）第４条第２項に規定する電線共

同溝整備道路に第１８条第１項に規

定する道路管理者の設ける共同溝又

は電線共同溝

十　前各号に掲げるものを除くほか、

政令で定めるもの

３～５　　略

道路交通法（抄）

昭和３５年６月２５日法律第１０５号

最近改正：令和４年４月２７日

法律第３２号

（定義）

第２条　この法律において、次の各号に

掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。

一～七　　略

八　車両　自動車、原動機付自転車、

軽車両及びトロリーバスをいう。

九　自動車　原動機を用い、かつ、

レール又は架線によらないで運転し、

又は特定自動運行を行う車であつて、

原動機付自転車、軽車両、移動用小

型車、身体障害者用の車及び遠隔操

作型小型車並びに歩行補助車、乳母

車その他の歩きながら用いる小型の

車で政令で定めるもの（以下「歩行
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補助車等」という。）以外のものを

いう。

十　原動機付自転車　原動機を用い、

かつ、レール又は架線によらないで

運転する車であつて次に掲げるもの

のうち、軽車両、移動用小型車、身

体障害者用の車、遠隔操作型小型車

及び歩行補助車等以外のものをいう。

イ　内閣府令で定める大きさ以下の

総排気量又は定格出力を有する原

動機を用いる車（ロに該当するも

のを除く。）

ロ　車体の大きさ及び構造が自転車

道における他の車両の通行を妨げ

るおそれのないものであり、かつ、

その運転に関し高い技能を要しな

いものである車として内閣府令で

定める基準に該当するもの

十一　軽車両　次に掲げるものであつ

て、移動用小型車、身体障害者用の

車及び歩行補助車等以外のもの（遠

隔操作（車から離れた場所から当該

車に電気通信技術を用いて指令を与

えることにより当該車の操作をする

こと（当該操作をする車に備えられ

た衝突を防止するために自動的に当

該車の通行を制御する装置を使用す

る場合を含む。）をいう。以下同

じ。）により通行させることができ

るものを除く。）をいう。

イ　自転車、荷車その他人若しくは

動物の力により、又は他の車両に

牽
けん

引され、かつ、レールによらな

いで運転する車（そり及び牛馬を

含み、小児用の車（小児が用いる

小型の車であつて、歩きながら用

いるもの以外のものをいう。次号

及び第３項第１号において同

じ。）を除く。）

ロ　原動機を用い、かつ、レール又

は架線によらないで運転する車で

あつて、車体の大きさ及び構造を

勘案してイに準ずるものとして内

閣府令で定めるもの

十一の二　自転車　ペダル又はハン

ド・クランクを用い、かつ、人の力

により運転する二輪以上の車（レー

ルにより運転する車を除く。）であ

つて、身体障害者用の車、小児用の

車及び歩行補助車等以外のもの（原

動機を用いるものにあつては、人の

力を補うため原動機を用いるもので

あつて内閣府令で定める基準に該当

するものを含み、移動用小型車及び

遠隔操作により通行させることがで

きるものを除く。）をいう。

十一の三～二十三　　略

２、３　　略

（信号機の信号等に従う義務）

第７条　道路を通行する歩行者等又は車

両等は、信号機の表示する信号又は警

察官等の手信号等（前条第１項後段の

場合においては、当該手信号等）に従

わなければならない。

（最高速度）

第２２条　車両は、道路標識等によりそ

の最高速度が指定されている道路にお

いてはその最高速度を、その他の道路

においては政令で定める最高速度をこ

える速度で進行してはならない。

２　　略

（急ブレーキの禁止）

第２４条　車両等の運転者は、危険を防

止するためやむを得ない場合を除き、

その車両等を急に停止させ、又はその

速度を急激に減ずることとなるような

急ブレーキをかけてはならない。

（車間距離の保持）

第２６条　車両等は、同一の進路を進行

している他の車両等の直後を進行する

ときは、その直前の車両等が急に停止

したときにおいてもこれに追突するの

を避けることができるため必要な距離

を、これから保たなければならない。
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（追越しを禁止する場所）

第３０条　車両は、道路標識等により追

越しが禁止されている道路の部分及び

次に掲げるその他の道路の部分におい

ては、他の車両（特定小型原動機付自

転車等を除く。）を追い越すため、進

路を変更し、又は前車の側方を通過し

てはならない。

一　道路の曲がり角付近、上り坂の頂

上付近又は勾配の急な下り坂

二　トンネル（車両通行帯の設けられ

た道路以外の道路の部分に限る。）

三　交差点（当該車両が第３６条第２

項に規定する優先道路を通行してい

る場合における当該優先道路にある

交差点を除く。）、踏切、横断歩道又

は自転車横断帯及びこれらの手前の

側端から前に３０メートル以内の部

分

（踏切の通過）

第３３条　車両等は、踏切を通過しよう

とするときは、踏切の直前（道路標識

等による停止線が設けられているとき

は、その停止線の直前。以下この項に

おいて同じ。）で停止し、かつ、安全

であることを確認した後でなければ進

行してはならない。ただし、信号機の

表示する信号に従うときは、踏切の直

前で停止しないで進行することができ

る。

２　車両等は、踏切を通過しようとする

場合において、踏切の遮
しや

断機が閉じよ

うとし、若しくは閉じている間又は踏

切の警報機が警報している間は、当該

踏切に入つてはならない。

３　　略

（徐行すべき場所）

第４２条　車両等は、道路標識等により

徐行すべきことが指定されている道路

の部分を通行する場合及び次に掲げる

その他の場合においては、徐行しなけ

ればならない。

一　左右の見とおしがきかない交差点

に入ろうとし、又は交差点内で左右

の見とおしがきかない部分を通行し

ようとするとき（当該交差点におい

て交通整理が行なわれている場合及

び優先道路を通行している場合を除

く。）。

二　道路のまがりかど附近、上り坂の

頂上附近又は勾
こう

配の急な下り坂を通

行するとき。

（無免許運転等の禁止）

第６４条　何人も、第８４条第１項の規

定による公安委員会の運転免許を受け

ないで（第９０条第５項、第１０３条

第１項若しくは第４項、第１０３条の

２第１項、第１０４条の２の３第１項

若しくは第３項又は同条第５項におい

て準用する第１０３条第４項の規定に

より運転免許の効力が停止されている

場合を含む。）、自動車又は一般原動機

付自転車を運転してはならない。

２、３　　略

（安全運転の義務）

第７０条　車両等の運転者は、当該車両

等のハンドル、ブレーキその他の装置

を確実に操作し、かつ、道路、交通及

び当該車両等の状況に応じ、他人に危

害を及ぼさないような速度と方法で運

転しなければならない。

（大型自動二輪車等の運転者の遵守事

項）

第７１条の４　大型自動二輪車又は普通

自動二輪車の運転者は、乗車用ヘル

メットをかぶらないで大型自動二輪車

若しくは普通自動二輪車を運転し、又

は乗車用ヘルメットをかぶらない者を

乗車させて大型自動二輪車若しくは普

通自動二輪車を運転してはならない。

２　一般原動機付自転車の運転者は、乗

車用ヘルメットをかぶらないで一般原

動機付自転車を運転してはならない。

３～７　　略
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鉄道営業法（抄）

明治３３年３月１６日法律第６５号

最近改正：平成３０年５月２５日

法律第２９号

第３３条　旅客左ノ所為ヲ為シタルトキ

ハ３０円〔２万円〕以下ノ罰金又ハ科

料ニ処ス

一　列車運転中乗降シタルトキ

二　列車運転中車輛ノ側面ニ在ル車扉

ヲ開キタルトキ

三　列車中旅客乗用ニ供セサル箇所ニ

乗リタルトキ

第３７条　停車場其ノ他鉄道地内ニ妄ニ

立入リタル者ハ１０円以下ノ科料ニ処

ス
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